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第 1章はじめに

本稿は，近代日本における「言語政策Jという単語のあらわれ万を軸に異言語認識のあり方

を検討するものである。

-143 一



人文学報

現IT耳にする「言語政策Jという厳語は，主に社会言語学の一分野を指す言葉として用いら

れている。いわゆる専門用語であり，ごく普通の日本語の文脈で定着しているのかうたがわし

い。文部省や国語審議会などでは「国語施策」という言葉を妻子んで用いているので，こちらの

方が浸透度は高そうである (IL

さて， 1949年に文部省図書同国語課よ り 刊行さ れた 『国語調査沿革資料』 は， 明治以降の国

語調資事業の沿革，たとえば国語調査委員会にはじまる国語調査機関の沿革や各種協議会など

についての法的な典拠や成果を列挙した便利な一冊である。この書物の末尾には「諸外国にお

ける鴎諸国字問題に関する文献日録」が付されている。主に日本語の文献を扱っているので，

これを見れば時代的には戦前期における外国の f鴎話国字問題Jへの興味のありょうをうかが

うことができる。地域区分は以下のようになっているO

一般，および七回以上にわたるもの/中出/朝鮮/安南/シャム/南方/蒙古/トルコ/

ロシア/イギリス，アメリカ/ドイツ/フランス/オランダ/ベルギー/その他

ここで取りあげられている日本語文献の題名の多くは， r国語国字問題J あ る い は そ れ に額

似した名称を用いており， r~1語政策j と い う言葉 も散見さ れる 。 しか し 「言語政策J は皆無

であった。

ところが， r言語政策J と し寸言葉が， r国語政策j な どの 言葉よ り 広い意味で培い ら れた時

期がかつてあったのである。ここを議論の出発点iこしたい。のちに述べるように， r言語政葉J

という言葉は， 1930年代末か ら1940年代は じ め にかけて発表さ れた雑誌論文な どに おいて， 主

として「南方」に対するものとしてしばしば用いられていた。こうした状況をこの文献お録は

正確に反映していない。むろん，とりこぼしがは避けられないし，題名だけで判断しではなら

ないのであるが，この文献目録の「南方」に取りあげられたのは，

三吉朋十「南/j共栄圏の言葉などJ r国語運動J 7 巻4 号， 1943年4 月

宮武道「インドネシヤ語会議J r国語運動J 2 巻10号， 1938年10月

宮武正道 fジャパ諾の国語改良運動J r国語運動J 4 巻12号， 1940年12月

の三本のみであった。ここに，敗戦後に生じた視線の変化を見ることができる。つまり，題E

から推してわかるように， r南方」 固有の言語についての問題であ る 。

文献巨録製作者の観点lこないことがらは明白となる。それは，円本が「南方jに関与しそこ

に日本語を普及させようとしていたこと，そして日本の政策が「固有語の尊重」を掲げて「現

地語jと向きあっていたこと，である。おそらくこの文献目録が戦前に作成されていれば，も

う少し様相が異なっていたにちがいない。

時様の見)jをこの文献日践の「朝鮮Jについてしてみると，なぜそこに

朝鮮語学会『朝鮮語綾字法統一案』朝鮮語学会， 1940年

しか掲載されていないのかがわかる cr中国jの立項のなかに台湾関連のものはない)。
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それは， r国語」 と しての 日本語を いかに普及さ せ るかだけが考え られ， 朝鮮語 と し 、 か に 向

きあうかは「問題」となっていなかったためである。もちろん，さまざまな形で指寵される朝

鮮語「禁圧J政策がとられていたことは事実である。しかし，文献目録に収録される対象となっ

たような日木人の言語学者や教育学者たちの言説のレベルでこうした問題，つまり植民地の異

言語の問題があらわれてこないこともまた事実である。

本稿ではまず，かれらが帝国日本の多言語牲をいかように認識していたのかを，戦前戦中期

の言語関係の雑誌などにあらわれた「国語政策J r言語政策j な どの用例に も と づいて検討す

る(第 2章)。その結果導きだされる仮説は次のようなものになる。すなわち，植民地におい

ては少なくとも言説レベルで「国語」の教育野放のみが優先あるいは興味関心の対象となり，

植民地異言語に対する認識が低かったこと，その一)jで中国大陸や「南ノ0'Jにおいては日本語

の普及も念頭におかれていたものの，それ以外の異言語にも a定の(かっ;盗意的な)配慮がな

されていた。

そして第 3章と第 4章では，こうした認識を牛んだ背景の‘つを， 1[&])j IJ の言語 者た ち の

よ五 fl Ej 旦百 i 観の なかに探っ て い く こ と にす る 。 そ こ での結論は， 多言語状態が， 政治的問題

に転化しうるということが，帝同日本内部の簡単として，とくに柏民地において起こりうると

かれらは考えていなかったということである。そこにあるのは社会における多言語性，あるい

は個人における多言語性への抵い評価であった。

なお，本稿の分析は主として言語関連の雑誌記事・論文を対象としている。

第 2 章 「国語政策J と 「言語政策」 と

第 l節「国語政策 J

f国語政策J と い う 言葉その も のの出現は少な く と も 1907年ま で さ かのぼ り う る (2L

というものが国民国家日本を構築するために;不可欠な要素であると認識され，とりわけ調語学

者の上回万年(1 867年 ~1937年)によってその確定と研究の必要性が訴えられたのが 1890年代

の後半のことであった OLそして「国語政策 Jを発動してなんらかの形で「改善 Jせねばなら

ない問題群を， r国語問題」 と称 し たの も ま た上旧万年であ り ， 1895 年の用例を はや い も の の

ひとつとして数えることができる(九上回は「語学問題 jという表現もしている∞が， r国語

問題 jという表現が圧倒的である (8Lまた保科孝一(1 872年 ~1955年)の 1900年の吊例もはや

いもののなかに含めてよいだろう (7L

こうしたなかで， r閑語J と い う も のをめ ぐ る諸 「問題J (具体的には標準語の問題や表記の

問題など)が存在するということが認識され，その結果このこつの単語をあわせた「国語問題」

と Uう言葉が定着していった(あるいは「隠語国字問題」として)と考えることはたやすい。
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ちなみに， 1920年代に 「国語政策j と い う言葉を用 い て い た国語学者に山田孝雄0873年~

1958年) がい る。 山田 は1924年に 「私は こ の政策 と云ふ言葉を， こ L で学者とか政治家と かの

云ふ六ケ敷しい意味の上から云ふのではなくして，この問題を如何に解決すべきかと云ふこと

位に使って述べるに過ぎないのでありますj<8)としているように， I政治j の観点はな い。

に「政策Jが必要であるという認識がいだかれるようになったのは，上回万年の功

績であって，語政策」という言葉を用いでより具体的に展開していったのが，上閉のもと

で学んだ保科孝ーであった。著作の表題だけ見ても，マル秘扱いで公刊されなかった1921年の

『独逸属領時代の波蘭に於ける国語政策J (9l . 1933年の 『国語政策論J， 1936年の 『国語政策J ，

1942年の 『大東亜共栄屈 と l童話政策』 な どの よ う に (1 0)， I圏語政策j と い う 用語が顕著に あ ら

われている。

代表的な使用例はともかく， I国語政策j と い う 言葉が認知さ れ定着 し て い っ た の は ， そ の

必要性が認識されるようになったためといえるだろう。つまり. 1930年代以降の中間大陸への

侵出の本格化，そして「東売新秩序J. I大東亜共栄|巻U に至る帝国日本の彩響閣の拡大と と も

に， I同 に対す る人為的な手入れが必要であ る と い う 見方が共有さ れて き た のであ る 。 も

ちろん. I国語政策j と い う 言葉の ほかに も ， It!ヨ語対策J (11) や 「国語iオ策J (12)という言葉も

用いられていた。

第 2節「言語政策J

こうした，日本の侵出と言語の問題に関して意識が高まっていった時期に「詰語政策jとい

う言葉が景場する (13L管見のなかで初出に近いと思われる用例は， 1935年5 月 刊行の

と文字J第5号(粛藤秀一主宰)所載「ソヴェート同捜に於ける民族政策と言語政策Jである

が，翻訳語的である。この雑誌自体は発行部数が少ないのでここが発信元となって「言語政策j

という言葉が広まったすることはできないだろう。しかしながら，プロレタリア・エスペラン

ト運動の一つの中心となっていたこの雑誌が，エスペラントによるソビエト言語学関連の文献

の翻訳も積極的に掲載していたことを考えると，翻訳語として「言語政策Jを成立させる契機

はもっていたといえる。なお，この『文字と言語jを主宰していた粛藤は I I本の言語政策をエ

スペランテイストとしての立場から批判していたこともあり， I国語」 と い う 言葉に ひ そ む

「国家牲J Iこ敏感であ っ た よ う で， こ の雑誌の論文の題名に は意識的に 「国語運動j な どの

葉よりも「言語運動」を選択していた(たとえば第12号[1937年12月発行]の特集は「言語運動

の提携J) (14)0 同 じ く ， エ ス ペ ラ ン テ イ ス ト の高木弘 (本名大島義夫) の主宰で 1933年か ら

.1936年ま で許16何発行さ れた 『国擦語研究J は， 日本語の ロ ー マ 表記を エ ス ペ ラ ン ト 的にす

べきだといった論文が掲載されたように，プロレタリア・エスペラント運動を意識した雑誌で

あり，エスペラントそのものに関する論文ばかりではなしプロレタリア・エスペラント連動
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関係の論文も翻訳を含めて掲載されたいた。高木はそのなかで「言語問題の階級的意義J c1

号. 1933 年) や 「古語運動の新 し い方向J 06 号， 1936 年) を著 し てい る 。 雑誌全体を通 じ て

「国語」ではなく「言語 jが使われている。

a方， こ の時期に 「言語政策J よ り もやゃな じみがあ っ たの は 「言語問題」 と い う 言葉であ

ろう。英語学者として著名な岡倉由三部 0868年 ~ 1936年)主宰の言語問題談話会は，雑誌

『言語問題 J 0935 年5 月~1937 年6 月 ) を発行 していた。 言語問題談話会は. I国語， 外来語，

国際語を理論的に，また実際的に諸側面から検討し，国民大衆がこうむってゐる，言語上の負

担をできるだけ軽減することに貢献することを目的 JC却として設立された。時倉自身も「国

語の愛護の開題 J (6)に関心を持っていたが，それ以外にも BASIC ENGLISH の問題をは じ め ，

エスペラントから日本誌のローマ字表記問題など，その広がりを見ることができる Oここから

考えると， r国語J (日本語)も合めた諸言語の問題という意味での「言諮問題 jということに

なろう。「政策」という政治的側簡をださず，言語内的な研究ではなく言語の運用聞における

さまさダまな「問題」を扱うのである。そうしたこともあってか，この誌面に「言語政策 jの言

葉を見つけることはできなし、。なお，言語問題談話会は防 j倉の死によって，国語協会に合流し，

「言語問題 jも終刊となる。

ところで. 1930 年代末にな る と ， I 三語政策」 の培例が雑誌論文でい く つ か見 ら れ る よ う に

なる。

たとえば， I言語政策と言語教育 ア メ リ カ にお け る二重言語児童 」 は， 副題が示す よ

うにアメリカにおけるスペイン語母語話者の児童に対する英語教育について紹介したものであ

るが，そうした「パイリングァリズム」を J主む背景として移民や植民政策のあること，そして

「パイリングァリズム jのあり方が「支配的乃至先進的民族が被支配的乃至後進的民族の言語 j

を政策としていかに扱うかに左右されてくることを指擁している (7)。また「列国の対外言語

政策 jという論文は，題名通りの内容であるが. I植民地への言語政策J (フ。ロシア，オースト

リア，ロシアの対ポーランド言語政策など)が強制的なものであったために反発をかったとい

う指摘がなされている一方，

わが国では，台湾の蕃語と支那語，北海道のアイヌ語，樺太のアイヌ語とツングース語，

朝鮮の朝鮮語に対立しての国語教育が，母語に翻訳することなき直接式会得を要求してゐ

ても，幸にして政治的反抗も受けず順調に進んでゐる。幾代か i世代を重ねるうちには母語

も忘れられてしまふであらう (18L

ι 帝国 R本の内部では 「言語問題j は政治化 し な い と い う認識が示さ れてい る ( こ う し た認

識の構造については次章で検討する)。

また， 1940 年に は 「言語政策の確立J (9) と い う 記事が書かれて い る 。 こ れ は内容的に は

「今日のわが複雑乱雑な国語国字問題の解決」を「臼本語の海外進出の事実 Jのもとで論じた
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もので， rc 臼本の) 昌語政策J と 同義であ る 。

このように， r言語政策J と い う 言葉が， r国語政策J と い う 言葉ほ どで はな い に して も ， u
本語の問題として(つまり「列屈の対外言語政策Jというような用法以外で)用いられるよう

になってくると，同一論文中で混用される場合もあったが，両者の閣法上の使いわけが無意識

のうちになされていったようである。

ひとつの説明は，次のようなものになるだろう。日本誌を「国語J C国家の言語， 国民の

として普及させる地域 cr内地J，植民地そして教科自の「国語ノーJ (船となった「満洲

国J)における政策を「国語政策J (2l)と称し，それ以外の地域，つまり日本語が「国語Jでな

い地域に日本語を通用させたい場合にとるべき政策を「言語政策」と称する場合も生じたため

に，この言葉が「国語政策」と多少混用されつつも用いられるようになった。社会学者の松木

潤一郎(1893年~1947年)が， r言語政策が国家の統制可能の範囲におかれ る 国語に対す る政

策部ち国語政策として発動する J (22) と 表現 し てい る の も そ の一例であ る 。

「言語政策」という吉葉は臼木語の勢力圏の拡大にともなって生じて法まった言葉であった。

しかしながら， r言語政策」 と 「同諸政策」 の地域に よ る使いわ けが徹底 し な い と ， た と え ば

「比島独立と国語問題J r北島国語の誕生J (23) と い っ た論文の 「同語J が フ ィ リ ピ ン の 「出家

(正確にはアメリカ合衆国からの独 If.準備期であるが)の言語.国民の言語Jという意味での

「タガログ諸Jを指していることが瞬時にはわからない。これは「国語jを普通名詞として吸

うか， r 臼本の場合のj と い う よ う な出有名詞的に扱 う かの差異で も あ る 。 し た が っ て論者に

よってはたとえば保科孝ーのように， r国語J = r国家語た る 日本語J と い う 意味で 「大東必

共栄劃の建設と国語政策J r大東亜共栄闘の 8'1語対策を確立せよ J (制 と 「国語政策j で一貫 し

ていたものや日本ローマ字会のように「南国語政策に関する本会の意見J (25) と い っ た用例

も見えるが， r大睦経営と わが言語政策J r東報の言語政築と放送J (26), r大陸の言語問題 ・ 政

策・工作J (27), r共栄樹と言語政策J (おと f大東亜言語政策の基調J (29), r言語政策康談会J (おl，

「日本言語政策論J (3l), r大東艇の言語政策 と放送J (32) と い っ た よ う に 「言語政策J の方を諜

択する論文も多し、。

3 節 意味の差異

こうした，国家の関うの度合いが異なる地域に対する政策という意味で「国語政策Jと「言

語政策jの意味がl差別されていった一五で. r言語政策」 と い う 言葉に は， r国語政叢」 の も ち

えない意味が読みこまれていった。

，まず，政策レベルにJ1Iいところの用例を出そう。 1942年 9 月 1日付海軍省調査課「大東亜共

栄圏論」は， r大東亜共栄圏」 に対す る種々 の具体的な方策のあ り占を記 し た文書であ る が，

その「文化政策の具体的方策Jのなかで，
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(1)言語政策

言語政策は毘族意識の統一の I:からも極めて重要な政策である。

何よりも先づ各民族の闇語を復活又は創始せしめ，日本語は直轄韻にありでは公用語，

一般適用語として普及せしめ，保護指導する地域にありでは一能通用語なるにとどめるこ

と。(そのためにも標準日本語の整備確立を急務とす)欧米語は将来大学乃至高等教育に

おいて課するにとどめることゆ弘

というように，対異言語への政策をも含めて「言語政策jと称している。こうした方針は，

1942年2 月 に官制公布さ れた ， I大東亜共栄圏J に対す る総合的政策の指針を検討す る大東亜

建設審議会(却の第二部会の答申「大東亜建設ニ処スル文教政策j(却と棺似しているOつまり，

この答申のなかで占領地での教育方針を示した「大東必諸民族ノ化育}j策」には，

関スノレ方策

現地ニ於ケル由有語ハ可成之ヲ尊重スルト共ニ大東部.ノ共通語トシテノ円本語ノ普及ヲ図

jレベ ク 具体的ナ方葉 ヲ 策定 シ尚欧米語ハ ロII及的速カ ニ之 ヲ 廃止 シ得ル如 ク 措罷 ス

ι 「言語J の方策の含み こ む範閣が示さ れてい る 。

雑誌などの言論のレベルでも，似たような構図を見いだすことができる。たとえば大同雅雄

「南に対する言語政策j (紛の見出しは，

先づ現地語を尊寧:する事二白人語を排斥する事三日本語を普及する事

凹普及日本語の性格 Ii言語政策論

となっている。さらに. I言語政策j と い う 言葉ではな く 「言語対策」 と い う 言葉を表題に用

いた長谷川松治「言語対策と言語理想Jという論文では，

さて，大東亜の言語問題は，一，日本語の共栄圏進出の問題，二，東亜諸言語の比較研

究，各地住民の民族共通語樹立，ミミ，今後の日本内地並びに共栄鹿内各地に於ける外国語

教育の問題の三者に概ね要約することができるであらう (37L

といった分類がなされている。もう少し例を挙げれば，宮武正道「南方の言語政策j (お)の見

出しは，

南方の言語非原住民の言語共通語の問題マレー語ローマ字統一論臼本語普及の悶

題

であり(ここでの「共通語」は，タガログ語やマレ一語など各地域の共通語のこと)，石黒修

「大東亜の言語政策j (39)は

大東亜における言語大東亜の言語政策日本語の普及

として， r 日本語の普及」 と は別に 「大東亜」 の諸言語に対す る方策をいか に立て る べ き か を

論じているOこうしたところからも， I言語政葉j の扱 う 範囲の広が り や新た に も た さ れた意

味を知ることができる。
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もちろん. I固有誌j への意識， 多言語性への認識が生 じ ていた にせよ ， 政策 レ ベ ルでの議

論でも，諸々の言説においても，まず第一にめざされたのは日本誌の普及であった点を忘れて

はならなし、そして配慮がなされた「酉有語Jも，地域共通語になりうるタガ、ログ語，マレー

語などに限られ， I一地域一言語十 日本語J と い う 構匙lを読み と る こ と がで き る点に も ， こ う

した認識の限界をうかがえる (40L

こうした上でさらに留意すべきは，各種雑誌などの論説 (4l)において「言語政策Jよりも

「国語政策J， I盟語教育J. I国語問題J な ど， I国語」 ばか り が用い ら れてい た地域が被民地で

ある台湾や輯鮮であった点である。「言語政策jという言葉が，上にみてきたような合意があっ

たとすれば， I国語」 以外の言語に対す る政策 も含み う る 「言語政策j と い う 言葉が見 う け ら

れないことは，実擦の政策として各総督府が植民地異言語に向きあっていたにせよ，言説のレ

ベルにおける異言語認識の低さを示すものといえる。

第 4節学問的対象としての「亘語政策j

以上は，政策， r言説の レ ベルであ る が， 学問的対象 と して言語政策 ・ 開語政策が と り あ げ ら

れるには，一定の手続きが必要であった。もともと. I政策」 と い う 形で行な われ るF言語に対

する人為的操作岳休が亘語学や民l語学主流の対象になることは，基本的になかった (42)。それ

は，こうした学問が記述の学であり法則をみいだすことに重きをおくものであったためだろう。

ある人物の1942年の言葉をかりれば，

十九世紀以来多くの言語学者の頭を支配して来た考へは自然主義的言語観で、あった。[…]

すべての努力は在るがま』の言語事実の観察と記連に集中せられ，言語政策の如き

学の関知せざることがら，符寧ろ言語学本来の目的と背馳するものとさへ考へられた

のである。著者である長谷間総治は， I自然主義的言語観J を捨てて 「そ の主体た る民族 ・ 社

会，その内容たる文化をも考察に入れjた「主体的立場」に某づく言語観をうちたて，その上

に「言語対策」をたてよ，と主張していく (43Lこの立論構成は. I話欧の言語観j を 「言語構

成観Jとひとくくりにし，それに対抗する古語観として，話者の「主体的立場Jに基づく

語過程観Jを唱えた時枝誠記のものと相似する。時枝は，京城帝国大学在職中にこの言語観に

基づく f言語過程説Jによって詰への人為的な関与の学期的正当性を主張し，植民地朝鮮で

の悶語教育政策，とりわけ朝鮮人の「母語」の「国語jイとを強烈に訴えた人物でもある(判。

学問的検討にたえうるようにするために新たに設定した，言語に「政策」として関与する際に

用いる言語観が現実の政治に見事に合致したわけである。

言語の学問ばかりではなく，社会学においても，主にフランスの言語社会学の業績の番手j訳紹

介が1930年代に行なわれた。

社会学のなかで吉諸政策の問題を扱ったのは. 1918年 iこ 「国語に対す る実現政策J cr 日本社
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会学院年報』第 5年1. 2.3 合冊) を著 し た建部遜託 (1871年~1945年) がは じ め てだ ろ う 。

建部は「国語に対する実理政策jを彼自身のいう「教政学Jの 4部門にすえている (45)0 I教政」

とは f教化の行政Jの意味であり， I教化」 を 「 自然的状態に於け る人を化 し て ， 社会の成分

たるに適応する人格を有するに至らしむる社会的事項の謂なり J (46)と定義している。その一

分野に「冨語政策Jを位置づけていることには留意すべきであろう。

1933年に 田辺寿利 (1984年~1962年) が著 し た 『言語社会学J (国語科学講座 5，明治書院)

は，フランスの言語社会学の概説書であり，さらにこの内容をふまえた『言語社会学叙説Jを

1943年に出版 し てい る。 後者において問辺は， 建部の研究にふれ， そ の先見性を認め た が，

「有識階級の輿論とはならなかったJと学問的継承がなかったことを記している。田辺は

語及び['l<]際的共通語に対する政策は，社会的事実としての諸通語の研究，すなはち言語社会学

の帰結を，当然、基調として立案されなければならぬJ (47) と し てお り ， I社会的事実J と し て の

言語の学問的分析の上に政策立案がなされるべきであると主張していた。しかし出辺の二着は

日本の言語政策について論じたものではな L 、。

同じく社会学者である松本潤一郎は雑誌『困語文;化J 1943年3 月号の巻頭言に 「言語政策の

社会性」という文章を寄せている。そこでは，

言語が何よりも社会的交通手段であることが忘れられではならないところである。[…]

我国当米の言語政策は，いまや伸長する新東亜広域社会における精神的交通手段創出の

企画性を盛り上げて行かなければならぬO言語の広域社会的発展の見透しにおいて政策の

志向が指向づけられなければならないところに，その年統性の考慮が決して，その社会性

の認識に優先せしめられてはならないことが，結論される。われわれは過去への回顧によ

って前途への発援を阻碍する如き，言語政策の取り上げ方を，この際一揖しでか』る必要

があるであらう (48L

というように， I社会的存在」 と し て言語を と らえ . I伝統j の規制を断ち切る こ と も と き に は

必要であると述べていく。松本はすでに1942年に「言語政策から見た冨語醇化の問題」を著し

ている。そのなかで.言語政策を「必要性J I実用性J I芸術性J の三段階に分け， 各々 を 「標

準語jの選択. Ii海外進出」 に と も な う 「冨語合理化J. I外国語と の比較競争j と い う 形で実

際の日本の状況にひきあわせて論じている (49)0

ともあれ，こうした形で冨語政策・言語政策に，学としての裏打ちが要請されるような状況

になっていたと考えてよいだろう。
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第 3 軍 f言語問題Jの覚醒

本章と次章では，政策的対応に関する学潤としての整理のあり方について見ていくことにす

る。それと河時に，前主主で若干壇間見た，言説レベルにおける植民地異言語に対する認識の依

さの一例を，日本の言語学者たちの「言語問題j認識のなかに探っていくことにしたし、。かれ

らが，ある社会や国家のなかで異なる言語をめぐる問題が生じうるという認識をえたのは，歌

介|留学を通してであった。ただしその認識のしかたは留学した時期と，その時期における日

本の言語状況のあり方によって異なってきている。

後にも触れるが，保科孝ーは1933年に著した F国語政策論』において， r隠語問題」 を二つ

に分類しているO引用すれば，

いわゆる悶語問題には人文的のものと，政治的のものと二種あるOその人文的国諸問題

はわが国におけるものがその好例であって，この問題をいかに解決しようとも，その結果

においてなんら政治的の意味を午会じない (58L

として，標準語の制定，文体，文字，似名遣，文法などが f人文的盟詰問題」であるとする。

一方で「政治的国語問題jとは，

一体民族が相集って一つの冨家を構成するか，あるいは民族としては同種であっても，そ

れぞれ国有の言語を有するとき，それらの国家がいづれの言語によって国務を執行するか

は，かならずや重要な問題としてあらわれて来るのである〈5lL

そうした問題のことを指すという。

保科の分類をあてはめてみると， 1894年に留学か ら帰 り ， r国語j の縫:立の必要を訴え続け

ていた上司万年は， r人文的国語問題」 こ そが日本で解決さ れ るべ き であ る と し て い た 。 上田

は「政治的国語開題」が欧州に存在することは多少なりとも意識していたようであるが，その

開じ視線を日本に向けることはなかった。「国語jの確立こそが喫緊の課題だったからであろ

う。台湾を領有し，輯鮮の植民地化が進められていた時期に欧州に留学した新村出 0876年~

1967年) は， 基本的に は上回 と 同 じ ス タ ン ス ではあ る が， 欧州 におけ る 「政治的盟語問題」 の

存在を強く認識している。しかしながら，日本の植民地において同様の問題は生じえないと確

信していた。本章では主にこの二人の論調をおうことにする。

第 1 節 「国語J 確立甥一一上回万年の場合一一

まず上田万年の場合。上聞は1890年から例年にかけてドイツとフランス lこ留学し (52)，帰国

鉾帝国大学の博言学教授に任命される。その後の積極的な言論活動によって，当時の日本にお

ける「国語愛」の意識のほさを指摘するとともに，通時的および共時的な rr封語jの確立の必

要性とそのための学問としての「国語学j樹立が必須であることを強く主張し，帝盟大学内に
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語研究室を設置 0897年)するなど，その制度化に尽力した。こうした上山の論点からは，

ヨーロッパ諸国の言語問題と同様のものが日本にも存在しうるという認識を取りだすことは難

しい。むしろ， 1894年10月 に哲学館 (のち の東洋大学) で行な っ た有名な講演 「国語と国家と」

では，ヨーロッパ諸国との国家形成の差異を強調している。つまり，ヨーロッパ諸冨では一国

家のなかに複数の f人種Jがいることは普通のことであるが，それがまとまった国家を形成す

るには「必ず莫処にーの中核ともなるべき一人種あることを認めらる LなるべしJとし，その

--)j で

日本の如きは，殊に一家族の発達して一人民となり，一人民発達してゐ国民となり[…]。

この言語の a致，人種の一致をば，帝国の歴史と共に，一歩も其方向よりあやまり混かし

めざる様，勉めざるべからず (53弘

と人種との A致が日本の特徴であり，それを維持すべきだというのが上自の意見である。

ヨーロッパ諸匿においても中核たるべき f人種jがないことには国家形成ができないとしてい

るのであるから，多言語状態に対する上回の評価はきわめて厳しいものになる。それは，

ウエールズ語ゲーリック語が英国議院にて，バスク語ブレトン語等が仏関議院にて， […]

断じて採用せられざるも， […]一回j家の名警，一一関家の秩序，一国家の命運等相伴へばな

り ( 54)。

というところに明らかである。上自にとってはヨーロッパの言語問題で参考にすべき事項は，

各言語の綴字法改良運動であった。保科孝一いうところの「人文的国語問題jのみに焦点をあ

てていったのである。たとえば1895年に発表された「欧州諸国に於ける綴字改良論」では，イ

タリア・スペイン・ボルトガル・フランス・ポーランド・ドイツ・デンマーク・スウェーデン・

イギリスにおける綴字問題についてごく簡単な解説がなされている。「欧州諸国」と称して各

国の問題を列挙しているようにみえるが，実はそれぞれの名前が討された言語の綴字改良問題

である。上田の認識はせいぜいここどまりであり， I歌州諸国j での 「改良j を ， 日 本での新

たな「綴字改良J論の参考にしようというものであった。しかし，参考にするといっても，明

治初年のかなもじ運動やローマ字運動がすべて「皆共泣寝入りとなりぬ」となった原国を，

主明者や熱心ならざりし会員や例の浮気なりし，抑も亦社会や頑迷無智何事も解せざり

し或は然、らむ，或は然らざらむ。予輩は容易に此判断を，公言するに忍びざるものな

り (55L

と，何が問題であるかは明確にわかっていたのではあるが。

また， 1897年に は 「仏国の学士会読J に な ら っ た 「国語会議J を早急に設け るべ き だ と の論

をはっている 0902年には文部省の国語調査委員会として結実する)団L

の確立を必死に唱えた上田にとっては，ヨーロッパ諸問において主要言語の整備を

いかに行なったかという点に目が向かうのは当然であって，ある出家内での主要言語とそうで
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ない言語との間に生じるさまざまな札蝶，いわば言語「問」剖題を見ることはない。この言語

問問題はあくまで対岸の火事にすぎないものだという認識であったのだろう。そのことは，上

田が「国語と国家とJの講i演を行なった 1894年時点では，アイヌや琉球を包摂していたとはい

え，少なくとも，摘民地となっていく台湾や朝鮮を領有していなかったからだ，と解釈するこ

ともあるいは可能であろう。しかし，言語問問題が対岸の火事だという認識はひとつの大きな

傾向となった。

第 2節植民地領有期一一新村山など一一

1908年か ら翌年にかけて英独仏に留学 し た新村出は， 留学先の フ ラ ン ス か ら ， 雑誌 『教育学

術界J 宛の書簡の形を と っ た投稿記事で以下の よ う に述べてい る 。

[…]本邦にありて，国語開題が常に文語問題，文字問題，仮名遣問題等なるに対して，欧

掛!の問題が，仮名遣のそれ以外，更に冨民人穂の精神に深き根抵を白ーし，実際 j 不リ害関係

少からざるE言語そのもの L問題に触れて，論議争闘頗る激しきは，生等をして，

はふ日本に生れたる身の有難きを思はしむると共に，又少からざる興味を起さしめ候 (57)。

と述べ. I独逸帝h手|に於 る ポ ー ラ ン ド語J. I同帝i吋の領土た る エ ルザ、 ス ナ1'1 に於 る 仏語問題J .

I!奥住，Iの ボヘ ミ ア語J (オーストリア). I勾牙利の国語問題J (ハンガリー). I仏 南方 プ

ロヅンス語，又は西端ブリタンニユの語J . I白耳義悶[…] の国語争論J (ベルギー). I英同内 […]

昨今のアイルランド語の復活運動J . I英国新領土， 南阿 […]英蘭両国語の対峠J と次々 と列挙

していく。ところが，こうした「国語争論」は f l本にはない，と新村はいう。保科的lこいえば，

f政治的 詰問題J の不在をい う のであ る 。

兎に角，欧闘に於ける綴り字問題は目下沈静の状にあり，又其由来等も，日本に於ると

は，趣を異にすること勿論に候が，前述の如く，右の諸問題よりも，更に活気あるは，国

民間題又は人種問題としての国語問顕に候。是亦国体の特質，悶家成立の由来，之を然、ら

しむるもの，生等は，台湾朝鮮に，この事の起ることを予期し能はざるものに候が，才に

反して歌Htl至る所，国語問題の声の多少響かざる所は無之候畑)

台湾はすでに日本の領土となり，朝鮮は保護国化されていた。しかし，ヨーロッパで、起きて

おり新村も見聞しているはずの「同語争論Jあるいは「悶民問題又は人種問題としての国語開

題J は日本では起こらないだろうと断言している。新村はその理由を「国体の特賞，国家成立

の由来jに求めている。しかし，日本の植民地iこはたして「人種問題Jはなかったのであろう

か。

帰罰後の 1910年に発表した論文では，上記諸国の言語問題をもう少し詳しく解説しているが，

そこでも，

国語の競争と云ふやうなことは到底日本では望めないことだし，又さう云ふことが起らう
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とは思はない。合湾とか明鮮などに於て，其他満桝!などに於ては違った人種も出り，又違

った国誌を話して居るけれども，大に反旗そ挙げて競争しようと云ふやうな時期はいつ来

るか，殆どさう云ふ時期は来ないと言つでも宜しからうかと思ふ (59L

としている。根拠が示されないままに。

なぜであろうか。実態と言説のレベルは異なるのではあるが，ことは II斗体」の理解の仕方

にあると忠われるO新村自身の「国体j践は明確に示されていないが，たとえ異言語話者を含

もうとも変化を起こさない強固な f国体Jというイメージがあったのではなかろうか。この点

について，多少横道にそれるが言語学者の言説をはなれて少し検討し参考としたい。

上出年と'高'国大学問期で，文部官僚を経て貴族i涜議員となった沢柳政太郎 0865年-1927

年)は，韓国併合後の 1911年に以下のように述べている。「由来我が国は他種族を混じない国

体であった」とし，

[…]即ち朝鮮を併合したるに依って，二千年米の我が国の統 v強屈なる~]家的基礎をし

て，一分の緩慢を米させないのみか，益々統牟を完令ならしめ，その基礎を強固にならし

むるのが，国民及び統治有の大なる義務である (6OL

という原則を示す。そうしたうえで朝鮮におけるほ本語の問題について，きわめて簡潔な結論

会述べる。

日本語を朝鮮人が解して，白他の意志の疎通が自由に出来，思想、感情の交換が十分出来る

様になって，真実の朝鮮人の解釈が出米て，此所に初めて，朝鮮統治の方針仏朝鮮人教

育の)j針も確立する事が出来るのである，出してその確立されたる針に依って彼れ等を

教育し，彼等を統治して行けば此処に，朝鮮人を純白本人と化する事も出来，朝鮮を日本

の一部としてト分統治して行く事も出来，日本国の基礎をして益々強固ならしむる事も出

来るのである (8lL

異民族を統治するためには言語閤題の解決が必要であるとし，解決策として沢柳はこのよう

なことを述べたのであるが，注，意したいのは，解決が必要だと述べる際に，ヨーロッパの言語

問題が参照されている点である。つまり，沢柳は，イギリスのインドでの英語普及や当時独領

のアルザス・ロレーヌ地方におけるフランス語禁止といった言語問題について簡単に触れたあ

とで，

これを見ても語の普及が如向に困難で、あって艮又統治上の諸問題と関連してゐるかず知

られると同時に，如何に各悶が国語の問題を重大視してゐるか Y解ると思ふ。

朝鮮人lこ 11本語普及すると云ふ事も之れと等しく，唯それ以上に必要な事は之れ等の例

でも知らる h事であるが日本と朝鮮との関係には自ら地の列国と其領土との関係とは異る

点が多いから，彼れを以って直に之れに比して，それか論定を下するは勿論出来るもので

ない，併し朝鮮に於ても国語問題が統治 1-.，重要なるー問題であると同時に，却々困難の
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伴ふものであると云ふは一つである (52L

とする。ヨーロッパにおける言語問題とは性質が異なるといいたいのだ。どこがどう異なって

いるのだろうか。つづいて沢柳は，先に引用した「由来我が国は他種族を損じない国体であっ

た」からはじまる文書をつなげていく。「二千年来の我が闘の統一，強出なる国家的基礎をし

て，一分の緩慢を来怠せないjために，日本語普及を通じて「朝鮮人を純日本人と化するJべ

きだ，というのである。そのためには，しばらくの聞は方便として朝鮮語が使われでも構わな

し、ヵ~，

[…]時日さへ待つならは\民JJち今の少年，幼児が成長する様になれば，斯して日本語を朝

鮮語にすると云ふ事も在程困難なる事ではないと思ふ (63)，

ム世代を経て完全に日本語に移行することが可能であると考えていた。

ヨーロッパの言語問題と，一体どこがどのように違うのか，これも新村とおなじく明確に示

していない。「国体への河北Jが疑うことなく善であると沢柳が考えていたのであれば，それ

が同苓となる。そしてその「同fじがスムーズに行なわれれば言語問題など起こりょうがない，

ということになる。「行なわれれば」といういい方は沢柳の意関として正篠ではなし、。むしろ，

スムーズに当然、行なわれるものが「二千年米のJ B本の 「国体j な のだ， と い う べ き だろ う 。

この点について，煩壌ではあるが， gljの論点を確認 し てみた い。

今日殖民政策を攻究するもの〉聞に新領土又は殖民地の埼語に関する議論喧しく，一方に

母子同員悶には必ず同一語を情ゆるを婆すといふものあり，他の一方には士民旧来の言語

を保存するの必要を説くものあり，是と同化政策非同化政策の論争とを相混して是非紛々

たるの状あり，且用語開題は常に教育政策と相結で其紛糾を益すものあるに{以たり(叫

という一文ではじまる，韓国併合後の19 10年11丹に発表された稲田周之助「朝鮮人と日本語J

では，

或は半島の上に日本語朝鮮語並び行はる Lの不便を云ふものあらん，併ながら半島人民

にして日本語を解するとは其必要且有益なる事なるを以て，二語並行はる hも亦日を得ざ

るなり，欧羅巳大陸にはこ国語並び行はる〉処甚だ多く，巴繭幹各地亦二種三種の言語を

解する人民多きのみならず，或地方はこ諸共に其固有語たるの状を成し居れども，是等は

相習ふて以て{谷を成し，遂に其不使を感ずるものあるを見ざるなり，旦朝鮮人を強ゆるに

朝鮮語を罵ゆる勿れ云ふを以てせば，其苦痛大なるべく又到底行はる弘事にもあらざれど

も，朝鮮語と併せて日本語そ学ぶべしと云は Y皆喜て之に応ずベく，其併合以前に於て半

島中日本語を解するもの甚だ多きを見ても其概を知るべきなり(叫

キ「ニ語並行はる〉も亦巳を得ざるなりJといったこ語併用が決して珍しくないことをヨーロッ

パの例を引きながら述べていく。しかし，教育や行政などの制度における使用言語については，

「交駈支部，アルゼ、リアJでのフランス語，フィリピンでは宗主国の交替にともないスペイン
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語から英語へとかわったことなどを挙げ， r之等の類例 と相照 らす と き は新朝鮮人を し て 日 本

語を常黒せしむることは極めて自然的にして且極めて容易なり J (66) と い い はなつのであ る 。

[…]朝鮮人は日本語を学び及び之を用ゆるに就き特殊の便宜を有するものにして，今日既

に之を善くするもの甚だ寡からず，将来は益々其多きを望むべく，伺等の強制又は何等の

政略を用ゆることなくとも，日本語は遂に全半烏の津々浦々までも普及すべきこととを想

思するものなり，

需史上臼韓両国共に漢字漢文を以て言語文字の基準と為すや久しく，其制度文物の淵源

亦甚だ相同しきものあり，是れ両国民;亙に和解し相通じて其交通極めて相熟するものある

所以なり，旦朝鮮人由来敏捷にして普く他人の言語を知るの特能あり， [...]市して今乃ち

日韓併合成ってヱf島は良IJち日本帝国の一部たり，其生霊は則ち尽く日本子苦盟臣民たり，其

政治経済将た社会万般の事皆漸く将に本士の醇に化せんとするものあり，此間朝鮮人にし

て日本語を知るは則ち其利福を全くするの第一要務たり，彼等日本語を知るの素地既に存

す，若し之に与ふるに多少の便宜を以てしたらは風尚草僅郵を置て之を伝ふるが如きもの

あるべし (67)，

要は， r尚文悶種j だか ら 日本語普及が可能にな る のだ， と い う 文化的次元に還元 し て ヨ ー

ロッパ諸国での言語問題とは性賓が異なり，なんら問題なく日本語普及ができる，という議論

である。

言語学者のレベルのみではなく，教育関係の言説においても，ヨーロッパの言語問題を [I本

の植民地における言語問題と引き比べて考えてみるという思潮があったことと，それにもかか

わらずヨーロッパの言語問題とはまったく異なるのだと強く認識していたことがうかがえる。

「異なるJ論拠として出されるのが， r国体J や 「詩文同種j と い う も のであ っ た こ と は， さ ほ

ど本震的とはいえず， r政治的国語問題」 が当時と り あえず生 じ てい なか っ た か ら こ そ主張で

きた論拠にすぎない。

第 4 章 「言語問題」 発生の可能性

とりあげるこ人の国語学者の場合，新村と多少異なっているのは，具体的かっ本格的

に敬介|の言語陪題の研究・紹介を行なっている点である。

保科孝ーは既述のように「国語開題jを人文的と政治的とに分けて論じた。上田や新村と異

なり，保科はやや時聞はかかったが，日本の植民地などにおいても「政治的国諮問題jが生じ

る可能性を指摘し，それが調題化する前に対策として f臨家語」の制定を行なうべきだと説き

続けていた。

安藤正次は台湾総督府在外研究員の身分で留学し，留学終了とともに台北帝国大学の教授に
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就任し，総長まで務めた。とりあげた四人の言語学者・国語学者のなかでは唯一の植民地体験

を有する人物である。

この両名は，口本の影響闘が最大にまで拡がった「大東亜共栄圏jのなかにおける言語開題

も視野に入れて論じている。保科の場合はあくまでも「国家語」の制定を唱えることに終始し

ているのであるが，安藤は， r大東必共栄圏」 の構造に し たが っ た形での言語編制を考え て い

るところが異なる。安藤はある社会における言語問題を「パイリンガリズムjという形で分析

したが，日本の植民地における「パイリンガリズムjのとらえ方と，欧州、|のそれのとらえ方と

をまったく別物とした。また日本の植民地と， r満洲国」 な どの政治体制が異な る 日 本の影響

!樹での「パイリンガリズムJのあり方も別物と考えていた。こうしたところに， 2 章でみた多

言語性認識の地域差を見ることができる。

第 1節「国語問題」の整理と日本での発生可能性一一保科孝ーの場合 (68)一一

第 1 項 歌州留学と 言 語問題

保科孝一は1911年から翌年にかけてのドイツとフランス留学のなかで，欧州の許諾問題の深

刻さを認識していったようである。留学の名義は f言語学・語学教授千去研究Jというものであっ

たが， rそ の 目的は も っ ぱ ら欧米にお け る肉諮問字問題を研究 し ， こ れに関す る 資料を集め る

にあったJと 1949年に同想している。また「独・仏・英等における国語教育の実況Jを見閉す

るため，河時ドイツ領であったポーランドの小学校などを参観している。さらにこの邑]想から

引用すれば，

[…]政治的の国語問題は，同家の存立にも影響を及ぼす重大な問題である。当時わが国に

も，言語を異にする民族が統治下にはいってきた関係上，かような問題が発生する可能性

が充分存在したのであるが，朝鮮においても台湾においても，さいわい発生するに査らな

かった。しかし，早晩発生することは予想されたし，また発生するものと覚悟しなければ

ならないので，わたくしはかねてからこの問題に深い関心を合.し，その対策を講ずるに必

要な資料を集めることに心がけていた (69L

敗戦後の問想なので，留保は必要であるが，のちに見ていくように，欧州の「政治的国語問

題jが日本にも起こりうると考えるようになったことは確かである。その対策のための調査研

究を行なうというのが保科自身の留学目的の位置つ、けであったようであるO

このことを証明するかのように，帰関後の19 14年iこ『閑学院雑誌Jに三木たてつづけに

問題に関する論文を発表した。列記すれば，

fア ルパニ ア におけ る最近の国字国語開題J r国学院雑誌J 20巻4 号， 1914年4 月

「瑞西における国語問題と政治問題との関係J r出学院雑誌J 20巻8 号， 1914年8 月

「南阿の国語問題についてJ r国学i混雑誌J 20巻12号， 1914年12月
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となる。このなかで保科は，

欧羅巴に於て，国語問題が政治と相纏綿して重大な国家的問題を葱き起こしてゐところ

が少くない其中のもっとも著しいのが壊洪牙利巨額韓半島及び独乙であって，それについ

で，露西亜瑞西及び自耳義であらうと思ふ (70)

というように，ヨーロッパの言語問題は政治化しやすいとの認識を示している。この引用で挙

げているバルカン(己繭韓)半島の例としてアルパニアを，そしてスイス(瑞西)の言語問題

を，そして引掃にはないが南アフリカの開を『菌学院雑誌』で紹介したことになる。また，

「独乙」の例は，独領ポーランドおよびアルザス・ロレーヌの問題のことであり，持者とも 1921

年に r独逸属領時代の波舗に於ける[=ttl語政策J (後述)にまとめられている。こうした諸々の

例はオーストリア・ハンガリー(填洪牙利)帝国の場合併)やロシア(主にロシア領ポーラン

ド)の場合，ベルギー(自耳義)の場合などとともに，保科の『国語政策論J (1933年。 後に

加筆して f国語政策』刀江書院， 1936年) や 「出家語の問題J (東京文理科大学文科紀要 6 -5,

1933{1:) の なかで も く り かえ し と り あ げ られて い く こ と に な る 。

保科は，上のう IJlJでみたように， 1914年時点で， ヨ ー ロ ッ パでは言語銅器が往々 に して政治

化することを指摘する一方で，

我邦の酉語問題は主として教育上に密接なる関係を有するので，政治問題とは全々没交渉

である。この開題の解決は社会七行政上及び教育 i二からその必要を見るのであるが，し

かし乍ら，この問題の解決は何等政治的色彩を宿して屈ない (72L

と，新村的見解を示していた。

第 2 項 円本での発1:可能性一一 『独逸属韻時代の波薦に於け る開語政策』 一一

しかしながら， 1921年10月刊行の 『独逸属領時代の波蘭に於け る国語政築j の なかに， 多少

日本の植民地に引きつけて考えている文言が見られる。マル秘の印が押されたこの冊子の発日

元は朝鮮総督府となっている。留学中に朝鮮総督府から委嘱をうけ，資料収集や実地調査など

を行なって書いたと，思われる (73)この冊子の序言に，保科の言語政策観が如実にあらわれてい

る。

植民地に対する統治政策の母化に存することは言を侠たない。徒らに試力を以て圧迫す

ることは，国際関係から見ても不得策であるのみならず，却で反感を刺激して其の結果が

面白くない。新開の民をして告然に悦服せしめなければならないが，それには彼等の思想

を同化するのが最も万全の演であるO 是iこ於て国語政策が頗る深遠な;意味を生じて来るの

で，近来欧州列強がこの政策を重視して来て居るのは闘より当然の事由である。然るにプ

ロイセン政府が波蘭に対して国語政策上から極力同化に努めたのであるが，其の結果は予

期に副はなかった。それには種々の原因もあるが，その中の最も有力なものは国語政策が
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常に動揺して勇往蓮進することが出来なかったと云ふことである。新開の民を詩化するに

就て最も重要な案件は，確乎不抜の方針を定めた以上濫りに之を変更しないと云ふことで，

若し彼等の意を迎へて従来の方針を変更するやうなことがあれば，それは必ず由々しき大

事を嬢成するものである (74)。

と，理想的な「国語政策jは時間をかけて自然と「悦服jさせることにあるという漸進的思想、

「同化Jすなわち言語的「同化」にあると主張し，この冊子の大半を占めることになるドイツ

領ポーランドにおける「国語政策jの「不得策」を述べたあと，

朝鮮の近況を見聞するに，恰も一千八百三十年より同じく五十年に玉三る期間の独領波蘭に

酷似して居る。今に於てその宜しきを制しなければ，プロイセン政府に対する波薦，英政

府に対する愛蘭たるに至るかも図られない。予は植民地の統治に就ては，常に心憂して屠

るのであるから，独領ポーランドに関して従来の研究会略述して御参考に資することは，

邦家の為，強ち無用の事でないと考へる (75L

としている。「御参考に資する」とはもちろん朝鮮総督府の「御参考」であるO

ここで気になるのは， I朝鮮の近況J を， ド イ ツ領ポ ー ラ ン ド の1830年か ら50年ま での 「国

語政策jに比してとらえている点である o 1830年を画期 とす る の は， 同年か ら翌年にかけての

ポーランド人の「反乱」をすえているためである。フランスの七月革命の影響を受けてワルシャ

ワで反乱が起こり，一時は革命政権を樹立したものの，鎮正されたものである。

保科はこの反乱の原因を，併合以来のドイツのポーランドに対する「温情主義J I愛撫主義j

f波蘭主義J に よ る も のだ と し て い る 。 つ ま り ， I温情J を ポ ー ラ ン ド人にかけたため， っ け い

るすきを与えてしまった，という解釈である。この茂乱の結果，プロシア政府は「温情主義j

を捨て，

然るに今や彼等の利益を特に尊重するに及iぎないと考へるから，波蘭語も彼等の母語とし

て公事に使用することを禁止し，唯地方語として保存するに止める (76)

ことになったという。「朝鮮の近況Jをいうときに，保科はポーランドの 1830年の反乱後に

語使用の権利が制限されていったことを念頭においていたといえるだろう。保科を含めた当時

の日本人知識人が1919年の輯鮮の三・」独立運動を楕報統制下でどこまで正確に把握していた

のかは不明である。よほど意識的でない限り， I独立運動」 を当初か ら 「暴徒J I騒擾J と 決め

つけた上での新間報道(77)以 t'，に読みとくことはないのであるから，ポーランドの「茂乱」と

同一視していた，それも，次に示すように，独立に至る可能性のあるものととらえていたと考

えられるO

ともあれ，言語に限っていえば保科の合意は，朝鮮における公的場面での輯鮮語使用の制限

を念頭においていたと考えるのが妥当だろう。
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3 工震 対処法 と しての I[ぎ]家詰J - r国家語の問題J へ一一

先に引用した「序言jのなかに，朝鮮の言語政策について「今に於てその宜しきを制しなけ

れば，プロイセン政府に対する波蘭，英政府lこ対する愛謝たるにゼるかも図られないjという

文言があった。 1921年という状況を考えると，ウィルソンの14ヶ条で独立が支持されたポーラ

ンドは 19 18年11月 3日に独立し，翠年のベルサイユ条約で正式に承認された。一五アイルラン

ドは， 1919年1 月 に聞かれた ア イ ル ラ ン ド民民議会にお いて独立'六三が発せ ら れ， そ の後英冨

との争乱が続~， 1922年に批准さ れた イ ギ リ ス ・ ア イ ル ラ ン ド条約に よ っ て イ ギ リ ス連邦内の

アイルランド自由国となり. 1937年の独立へ と 干 る過程にあ っ た。 つ ま り ， 朝鮮で も 「そ の宜

しきを制しな」いと，ポーランドのような独立，アイルランドのような独立をめざす動きを招

きかねないというのである。

では， Iそ の宜 し き 号制J す る に は ど う すればよ いのだ ろ う か。

保科は. r独逸属領時代の波閣に於け る国語政策j のなかで，

一体国語政策上重要な問題になるのは，

公同語 Amtssprache一Dienstsprache-Geschiiftssprache

裁判語 Gerichtssprache

教育語 Unterrichtssprache

軍隊命令語 Kommando-sprache(78)

であって，これらの領域で用いる言語を定めるべきであるとしている。この四種の領域は，国

家の同務に属するものであるから，後に「国家語 J Cstaatssprache) と い う 概念で こ れ ら を く

くり cr国家語の問題 J 1933 年) ， 日 本の 「国語政策J にお いて も 「国家語J の問題を検討すべ

きであると主張していくことになる。これが， Iそ の宜 し き を制j す る こ と な ので あ っ た。

体的には 1933年に，

[...]植民地も国家の一部である以上，ーの国家諸によってこれを統制し，かれらの母語は

私的生活にのみ用いさせるようにすべきである。現在わが臨には台湾および朝鮮を植民地

として領有して居る。台湾には蕃語と支那語がその地方語であり，朝鮮には朝鮮語が地方

として存在する。これらの地方語と日本語とはいかなる関係にあるかはいまだ問題にな

って居ないが，公閑語・教育語および裁判語等の関係から見て，日本語が現在のところあ

きらかに国家語たる地位を占めて居るのである Oドイツにおけるがごとく憲法によって日

本語を国家語に制定して居るのではないが，植民地に対して日本語が一大優越権を有して

居ることは明である (79L

と，帝国日本の「国家語 jは事実上日本語であるとしている。さらに，

これまでわが国においてはこの問題があまり議論されたことがない。別に政治的の問題を

引起したことがないためでもあるが，しかし永遠にこの問題が起らないものとは何人が保

161



人文学報

樟し得ょう。おそらくあまり遠からぬ聞に起って来るのではあるまいかと想像される。し

かもその問題の起って来たときになんの準備もなく，なんの研究も詰まずに，その場かぎ

りの姑息な解決を与えてはながく禍累を後世に遣す恐があるものである佃L

と，日本においても「政治的国語問題」が起こる可能性を指摘している。そうだからこそ余計

に「同家語jの制定と確固たる「国語政策jの方針の樹立を訴えつづ、けていったのであろう。

では植民地台湾や朝鮮での確圏たる「国語政策jの右針として保科は異体的にどのようなこと

を考えていたのであろうか。同じく 1933年の『国語政策論Jに散見されるものを取りだしてみ

ると，公用語については，

朝鮮にしても台湾にしても，いまだ地方議会が置かれて討ないが，将来県会・郡金等が組

織されて，その地方民が議員として選出せられるようになれば，会議の用語を一定する必

要が生じて来るわけである。議場の用語は白木語を専用するか，場合によって地方〔語げ

を用いることを許すべきかは国語政策上から特に慎重に考慮しなければならぬ重大な問題

となるであろう。しかし治省たる地位を確保するためには，あくまで日本誌を木位として

進まなければ，将来オーストロ=ハンガリーにおけるごとき政治的に重大な国語関患を引

起して，統治 Uこ一大暗影を投ずることになるであろうから，日本政府としてはこれが対

策をあやまらぬようふかく習志しなければならぬ。すでにわが国が朝鮮や台湾に対して取

った国語政策も以上の原則によって居るので，たとえば朝鮮について見ると，総督府から

発する命令その他~tJJは日本語によって屈る。立法上および行政上の公文書もすべて日本

語を用いて開る。人民より提出するものは，日本語を用いることを原則として宿るが，し

かしこれによらなければ受理しないとか，処罰するとかゅうことはなにも規定して間な

い (82L

裁判語については，

台湾においては裁判官はすべて日本人であるから，二上人を審問する場合には日本語を摺い

るが，しかしこれを解し得ないものには通訳を附する。朝鮮では朝鮮人の裁判官もあるか

ら，審問には朝鮮語を用いることもあるが，しかしその場合には通訳を附することになっ

て居る。[…]もしこの場合土人の自由にまかせるとゅうことになると，台湾や朝鮮では，

内地人よりも土人の数がはるかに多いのであるから，裁判所においても，登記所において

も，書類は大体土語によって整理されることになって，治者としての実権が漸次弱まって

いくのである。しからざれば二重国語地方となって事務がすこぶる類雑になる。[…]朝鮮

でニ重国語状態を生じた場合には，朝鮮人の数がはるかに多いのであるから，ついには日

本語が斡鮮語に圧迫せられ，事端を繁くするに相違ない。ゆえにこの危険を避けるために，

裁判語を日本語とし原被の都合によって通訳を附すること hする方針を取るべきであ

る (82)。
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教育語については，朝鮮での「国語J教育のカリキュラムを紹介している。軍隊語について

は触れていないが，結論として，日本の植民地に対する「国語政策j は， I ド イ ツ の ポ ー ラ ン

ド政策に比すればはるかに穏健なものであるから，この方針にして永続すれば，かならず好結

果を収めるに相違ない」のであるが， I 一旦樹立 し た政策は決 し て容易に動 し で は な ら ぬj と

従来の主躍をくりかえしていく畑L

保科の日本植民地言語政策の評価は，

ドイツがポーランドに対して手を焼いたのも，あまり急速にその目的を達せんとして，急

激な閑語政策を実施したからである。わが国の台湾や朝鮮に対する国語政策はもっとも穏

健にして中正を得て居るものと考える(創弘

というところに尽きている。

第 4 項 「満洲国j と 「国家語J

さらに 1932年に成立した「満洲国」の言語政策についても，保科は最初から確固たる方針を

もって臨むべきことを主張していく。

要するに満蒙新国家においては，できるだけ日本語の普及を図り，仮名を以て国字とし，

これによって閤策の遂行を期することが，満蒙に取ってはもっとも賢明な方策であると断

しではぜからない畑弘

保科の「満洲冨jの言語政策に対するこうした方針に対して反論を行なうものもあり，一持

論争になったことがある。保科は「満洲問Jは日本と離れては存在できず， I人知の き わ めて

幼稚な満蒙未聞の民」とf尽くとらえる立場から，漢字などという高級な文字などを教えること

はできないとして， I満蒙新国家の民を し て我邦に帰せ し め る上か ら見て も ， かれ ら を仮名 に

よって教育しやがては仮名を以て満蒙新国家の国字とすることが満蒙開発の目的を達成する

至上の方便であろう J(耐と論じ仮名表記による日本語の普及を主張した。これに対し

山民蔵が反論を加える (87Lすかさず保科から反論があり(総)，富山は再皮論を行なう。そのな

かで富山は「満洲国の満洲人乃至漢人から支那語 (chinese chinesische) を奪って 臼 本語を通

用語 (common language) と す る こ と が出来ま せ う か， 田語と 国家と は離すべか ら ざ る密接

な関係があると思ふから，国語を奪ふと云ふことは国家を奪ふと云ふことにならないでせうか」

といい， I満洲留の通用語は勿論支那語でな ければな ら な い と存 じ ま す」 と述べる (89)0 富山が

強制を好まないのは彼の 6年にわたる朝鮮での教育の経験と，台湾での国語教育の状況を視察

した体験があるためだという。そこでは暁維に「日本のとった国語政策がよかったでありませ

うかJと吐露している (90L

-}j保科はあ く ま で も 「満蒙新陪家 と し て は 日本語を通用語と し三千万の民衆がわが国民と

日本語によって隔意なく自由に語り合うようにすることが，もっとも賢明な方策である J ( 9J)
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としている。ただし「日本語を正科とすることは決して満蒙民衆臣告の言語を滅してしまうも

のではありませぬが92)とするのは，どこまでも f国家語jとして白木語を並置づけようとす

る保科の主張のあらわれであろうが， I国家語」 そ の も のを唯 -絶対と し ， そ こ に 日 本語 し か

入り得ないとしている点に限界がある。

実際の「満洲国Jでは，徐々に日本語の普及体制が構築され，実質的には「国家語jのひと

つとなっていった (93L

第 5項「大東亜共栄圏Jと「国家語j

「大東亜共栄菌j大での考察 (94) (1943年 3月)になると，保科は「日本語を以て間内の通

用語とする」ということを唱え，律儀に教育詰・公用語・裁判語・軍隊語それぞれについて，

それぞれの地域に応じた形で，日本語と地域の言語との関係を考慮に入れながら決めていくべ

きだと述べている。公用語については， I満説、トI[司j では 日本語と 「満洲語 (巾国語) J (保科は

教育科目の「国語Jに含められた点のみでこのように判断している)，フィリピンではタガロ

グ語と日本語(しばらくは英語も) (95) の よ う に定ま っ て い る が， そ れ以外の地域で こ の よ う

にいくかは不明だとする。しかし，

共栄圏の共通関題について，各民族の代表が会合して協議するやうな場合が，今後しばし

ば起るであらうが，その会場における用語が日本誌であるべきが当然である (%L

とする。実際に，この年の11月に東京で行なわれた「大東亜会議」という形で「各民族の代表

が会合して協議する」会議が開かれることになったが， I大東亜会議j で は 日本語だ けで議論

ができるわけもなかった。

教育語については，日本語の教育の徹誌のための体制づくりの重要性を述べるのみである。

裁判語については， I こ れは現在の と こ ろ さ ほ ど重要な も のではな い」 が， I今後共栄圏の各民

族が発展するに従って，この問題が重大化するに相違ないのであるから， […]今からこれに対

する準備を整へておくことは，指導者たるものの責任であると信ずる J (97) と す る 。 軍隊語に

ついては，

[…]共栄爵内の軍隊はたとへばビルマ・マライ・ 18蘭陪およびフィリピン等の軍隊用語を

日本語とすることがもっとも緊要な問題であることは，何人も認めるところであらう。軍

隊用語が日本語であれば，これを通して，各民族の箪離が一致の行動を取ることも出来る

し，日本の士官がこれを統率して，自由に動かすことも出来るのである明弘

と，ここに最も力をこめて書いている。

保科は歌州の言語問題のよってきたるところを正確に把揖していたといえる。日本の植民地

支配においても，欧州に比べれば比較的穏当であろうという新村的見解を引きうけつつも，敬

介!と同様の問題が起こる可能性が頭にあった。それだからこそ，早期の対東樹立を訴え「国家
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語」の概念導入に積極的であった。しかし保科の日はあくまでも f罰家語」に向いており，そ

の「民家語jと向きあわねばならない異言語への視線は弱かったといえるだろう。

第 2節「パイリンガリズムJという装置安藤正次の場合一一

第 1 項 安藤正次略歴

安藤正次 0878年~1952年)は，神宮~学館を卒業後，上京し東京帝国大学文科大学の選科

生として言語学科に入学，上田万年の講義をきき，深い感銘を受けたという(1901年~1904年)。

漢字の制限や仮名遣の表音化といった主張は，上回万年の影響を受けたものと考えてよい (99)。

その後神宮皇学館の教綬 0904年-1916年)などを経て1926年 3月に台湾総管府高等学校教授

に任じられ，同月台湾総督府在外研究員を命ぜられ， 1 年10 ヶ 月 間米英独仏に留学 してい る 。

1928年2 月 に帰国 し ， 翌月 に開学 し た ， 植民地では京城帝盟大学に次 ぐ二番目の常国大学であ

る台北帝国大学の文政学部国語学同文学専攻の教授に任じられた。のち，文政学部長(1932

年~1933年)を経て1940年に定年を迎え， 1941年か ら1945年3 月 ま て、台北蒲'国大学の総長をつ

とめた。敗戦後は国語審議会の会長として現代かなづかい，当用漢字の制定にかかわった0

1946年か ら東洋大学教授と な り ， 1950年か ら学長をつ と め た (I∞L

第 2 項 欧州、l の言語問題一 「ア イ ル ラ ン ド 自治州の臨語政策j一一

安藤は，神宮皇学館教授辞職の年である 1916年10月に文部省から国語に関する調査を嘱託さ

れ，保科孝ーとともに「英国に於ける語法上の術語制定運動J 0917年10月 ) ， r外来語問題に

関する独逸に於ける国語運動J (19 18年 7月)， r外国に於け る国字問題J (1919年 7月)をまと

めている。欧州、|における言語問題とのかかわりをここに見いだすことができる。また，単独で

f英米の ス ペ リ ン グ改善運動J cr国語教育J 11巻12号， 1926年12月 ) を発表 し てい る。

そして，米英独仏への留学の際に欧州の言語問題に実地に触れることになったのである。

安藤はとくにアイルランドの言語問題への興味をいだいた。 1922年にイギリスの自治領とし

て成立したアイルランド自由国(安藤は一貫して「アイルランド自治州Jと表現)を1927年 9

月 20日から訪問する。この時に収集した資料をもとに帰国後の1928年から翌年にかけて公表し

た論文に「アイルランド自治州の国語政策ーアイルランド諾の復興について J (101)があ る 。

そのなかで，

わたしは，英菌在留中の一つの仕事として，スコットランドにおいてはスコットランド語，

ウエールズにおいてはウエールズ語が，英語に対してどういう関係に立っているかを考え，

さらにアイルランド自治州においてはアイルランド語笹興の運動がどうゅう風に進行して

いるかを見ょうとゅう希望をいだいてゐた (102L

と述べており，保科とは逆の視点，つまり「国語」の下に揺されていた少数言語のありように

-165-



人文学報

関心をいだいた。安藤はアイルランド自由国の憲法第 4条に

アイルランド自治州の|通話はアイルランド語であること，しかし，英語もまた等しく公用

として認められるべきこと，なおまた，本条の規定にもか』はらず，自治州の議会は，

特別の規定を設けて，ある地五のある地域においてはた Yー穣の下言語だけを一般使用のも

のと定めることができる (103)

と定められていることに基づいて，政府当局がいかなる政策を行なっているかを，収集した資

料をもとにまとめている。記述は主に， rア イ ル ラ ン ド語の現状お よ び ア イ ル ラ ン ド語の 一普及

築について，もっともよくわれわれの知ろうと欲するところのものを語ってくれるのは，最近

公にされたCoimisium naGaeltachta(アイルランド語を語る地方に関する調査委員会)の

報告書及び分布図 JO叫に依拠している。

詳細は紹介できないが， 1928 年 と い う 時点でア イ ル ラ ン ド 自 由国の 詩語状況が 日本で紹介 さ

れていることは銘記されてよい。安藤は，イギリスの支配のなかで公的な地位に就けず，話者

も減少していったアイルランド訴の「復興 J運動を「アイルランド円治州政府の国語政策が，

アイルランド誌を問語として，英語を駆逐しようとするにある Jという形でまとめ，

わたくしは，母語のために，国語の復興のために熱自をそ hいでいるアイルランドの愛国

者のために甚深の敬怠を表する。他日ふた hびダプリンを訪いて，アイルランド語のアイ

ルランドを見出し得る日の喜びを期待しつ k ( I05L

ときわめて好意的にしめくくっている。

第3項「パイリンガリズム Jの問題 fニ語併用地域における言語教育」

アイルランドの場合は，英語が占めていた公的な地位に，新たにアイルランド語という衰微

した言語を「復興 jさせて就けようとする運動であったが，そのなかで問題になるのは，制度

的に言語の複数性をいかに処理するかということである。安藤はこうした問題を説明する鍵と

して 1929年の「二語併用地域における言語教育」のなかで， rパイ リ ン ガ リ ズ ム j と い う 概念、

を取りあげた。

二語併用 (Le bilinguisme , DieZweisprachigkeit , Bilingualism) と いふ術語は ， 広

狭いろいろの程度の内容をもってゐる。二つのちがった撞類の言葉が，同じ地方に住居し

てゐる人々の間に，本日並んで用ゐられてゐる現象をさしていふのが本義であらうから(I叫

として，ルクセンブルクでのフランス語とドイツ語，ウエールズでの英語とウエールズ語が

「相並んで用ゐられてゐるJところを厳密な意味での二語併用の悶や地域とする。一方でベル

キ、ーにおける南部のワロン語と北部のオランダ語というような単一言語地域の複合として冨家

が存在する場合も，本義からは外れることになるが， rニ語併用 と いふ こ と を広 く 解釈すれば，

ベノレギーなどの例もそのうちに含ませてみることが出米ょうJとする。さらに，こうした制度
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としての「パイワンガリズム」ばかりではなく， 1オ ラ ン ダにおけ る ド イ ツ 人の児童が， 一方，

ではオランダ語を培ゐてゐながら一方ではドイツ語を学んでゐるといふやうな，言語 tの土童

生活安営んで、ゐる場合にもあてはめることが出来るJと，倒人の三言語使培も fニ語併尉」の

一例とし， 1 さ ら に ， こ れをお し ひ ろ めて行けば， わが国の辺部な地方で， 東京語 と 方言の両

万がつかはれてゐるやうな場合をも，二語併用の一つの例と見ることも出米ょう」というよう

に， 1標準語」 と 「方言j も その例 と し て考え う る こ と を示 し た (lWL

この論文で安藤はベルギー，スイス，オランタ\フィンランドの「二語併用J与を簡単に紹介

し，ウエールズとカタロニアの例を1927年 8月にルクセンブルクで問かれた f二語併用と教育

の関係についての国襟会議」の報告書「二語併用と教育J (LebilinguismeetL' 邑ducatio 仏

国際連盟国際教育局刊行)に基づいて紹介している。この報告書は，ウエールズにおける英語

とウエールズ語との「ニ語併用 J，カタロニアにおけるスペイン語とカタロニア語との「二語

併用」をまとめたものである Oそれぞれ公用語の地位を占めている英語，スペイン語が公教育

の場を通じて，それぞれ，母語であるウエールズ語とカタロニア語話者に与える影響を述べ，

こうした個人レベルでの「ニ語併用 Jがきわめて悪影響があることが強調されている。たとえ

ば，ウエールズ語と英語の場合では， 1十 仁歳か ら主十歳ま での， ウ エ ー ル ス大学々生二千八

十九人について，ト・]一語;専用のものの成績の方が二語併用のものの成績よりもまさってゐ

る JO船とし，カタロニア語とスペイン語の場合でも， 1大学生の文章の上において も ， 語法，

志義，論理の誤謬が多い。[…]教科書の文章にもあらはれてゐて，理論的観念の欠之，行文の

粗野， […] JOω) と す る な ど， 報告書の紹介と はい いなが ら ， 1ニ語併用J に よ っ て個人の能

力として両言語とも不完全のままになる点を安藤lまことさらに強調している。

この論文が『台湾教育』に掲載されたこともあってか，欧州各国の言語問題と台湾の状況と

を比較している。安藤はカタロニア，ウエールス‘と同じ位置に台湾をすえる。つまり，

さで，わが台湾は，まづ大体から見て，現悲では二語併用地域であるといってよい。

語教育上の方針からいへば，国語をウエールスにおける英語，カタロニヤにおけるイスパ

ニア語の地位を占めて居るのであるから，一語専用主義の教育が施されてゐるといへる。

本島諾は，これに対してウエールス語，カタロニア語の地位に立つものである。蕃語をこ

れに加へれば，本島は三語併用地域ともいへるが，国語と本島語， I昔話 と蕃語と いふ関係

から見れば，或特殊の地域や場合を除けば，台湾は二語併用の地域であると見ても差支な

い (110L

台湾は「国語Jと「本島語J (I台湾語J) ， 1国語j と 「蕃語J (少数民;族の言語)の「二詰併

用地域」の複合として存荘するというのである。では，この「二詰併用地域J にいかように対

応すればよいのだろうか。

ニ語併用の地域において一語専需の言語教育を施して，ト分にその効果をあげ，すべて

167-



人文学報

の住民の言語を国語化してゆくといふことは，近代国家の理想とするところである。あら

ゆる国民を国語によって統一ーするといふことは，盟家統治上重要なる;意義を有する。何と

なれば，河一言語によって思考し，同一言語によって思想感情を発表するといふことは，

国民精神生活をーにする所以があるからである (1 1 1L

「一語専用」が時間がかかるにせよ，ふさわしい万葉であり， I近代i刻家の理想、 と す る と こ

ろ」であるという。それは統治上の効率というばかりではなく，

二語併用地域において，国語による一語専用主義の教青を施すのは，将来その地域をし

て一語専用の地域たらしめるといふ遠大の政策に本づくのである。田家統治の上から，同

一国家に属する国民が同一同誌を照ゐるといふことが要望されるのみでなく，被統治省の

鮪から見ても，またこのことが，その福祉増進の上に重要な関係をもっ。司家に属し

て屑りながら，他の国民とちがった言語生活を営んでゐる国民は，思想、感情において，お

のづから伯との融合混ーを欠くを免れない。[…]従来母語を異にしてゐた民にとっては，

異なった言語を国語として課せられることは， ~しあたっては不便であり，これを学習す

る児童にとってその心的発達にかなりの障害を来すものであることも事実であらう。しか

し永遠の利害より見れば，一時的の不便不平IJは忍ばなければならぬことである。しかも

また，その不便不利は，言語教育の改善によって，もっとも少い程度に軽減され得るので

ある (112)

と， I母語J を失い 「国語J を専用す る こ と が被統治者の福利に も な る と い う の で あ る 。 そ し

てさらに， Iわが台湾の ‘語専用主義の教育は […J tI±界の他の二語併用地域に お け る言語教育

に対して特殊の地位を占めてゐる J (I 1 3) と い う 。 根拠が示さ れな い ま ま に。 こ の論文 は こ れで

終わっている。

台湾にあっては， I母語j を台湾語と す る も のが圧倒的であ る 。 ア イ ル ラ ン ド で は 「母語J

の「複興」に胸を打たれているはずの安藤がなぜ一見矛請することをいうのであろうか。その

答えは「国語国字諸問題」のなかで整理された図式を検討することで得られる。

第 4 項 f罷語問題jの分類

1937年に 『岩波講座 国語教育』 の一冊と して警かれた 「圏諸国字諸問題J のなかで安藤は，

国語に関する問題，国字に臆する問題とに二分し，前者をさらに「悶誌と冨家との関係に本づ

く諸種の問題Jと「国語の実質に関する諸問題J， I国語の表記に関す る問題j に三分す る。 第

一番目の問顕群をさらに三分し， ICA) 新国語の設定J ICB) 国語の対立J ICC) 異語民族の

教育Jと分類する。 CA)はアイルランド自由国のような場合， CB) は 「二重国語制 ・ 三重国

語制とし、ふやうな複国語制の国家において，その国語の対立が問題となる場合J，たとえばス

イスやべ、ルギーなど。 CC)は「単国語制の臣家が，その版函内に，吉語を異にする少数民族
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の居住地域をもってゐる場合jであるとする。そして CC)をさらに rcうその言語を異に

する民族に対して，どこまでも単国語制主義を以てこれに臨むか， c二) 当該民族の言語を ，

それら員族の居住地域に限って，国語と共に，公用語としてもしくは教育語として認め，

面詰制を採るかJという二つに分ける。こうした kで安藤は「近代歌洲諸盟jの属領や植民地

への言語政策を後者lこ分類し，帝国日本の場合を前者としている。その恨拠は，朝鮮や台湾を

「属領や植民地と見ずに，これを直ちに帝国の廷長と見た，賢明な認識の結果」にあるとい

ぷ(IJ 4)
ノ O

さらに， rわが国において は， 国語の対立 と いふ問題は考へ られな し リ と 断 言す る 。 こ う し

た「国語の対立」つまり「複掴語制Jの問題が生じない理由はきわめて簡単である。「言語問

題Jが起こりうるのは「数においても，力においても，相匹敵するやうな場合」とするからで

ある。帝国日本のなかでは，朝鮮や台湾が「栴匹敵する」言語勢力となるかもしれないものの，

基本的に「複国語告むを要求するような日本語と対立する言語勢力は存在しない (115)ので，

「複出語制Jを導入する必要はないことになる。きわめて「強気」であり，保科孝ーと対照的

であるが，なぜであろうか。長くなるがその理由を見てみる。

近代ヨーロッパの国家は，多くは新附の民に対して国語強要の政策をとり，在来の言語に

圧迫を加へて，その絶滅をI'>ZJり，しかも，完全に所期の目的を達することが出来ないのみ

ならず，常に無用の反抗を唆って民心の離反に苦しんでゐたので、あった。少数民族の言語

が，大なる開題として取上げられて来た所以は，こ〉に存する。しかるに，わが国にあっ

ては，新附の地を以て本国の延長と考へ，新附の民を以て日本民族の構成分子と見，一視

同{二の治を布くことが，当初からの方針として是認されてゐたからして，言語のよにおい

ても，その古きを奪はずして，新しきを与へる道を講じた。これを賢明といはずして何ぞ

やである。しかも，国語による教育によって，新杯Iの民を同化するとし、ふ方針は，実に台

湾領有の当初において確立されたのである(ll6弘

要は，近代ヨーロッパの諸躍が「搾取一被搾取」という関係で「新附の民」に対したとすれ

ば，日本と台湾は f内地」を延長していった「一視同仁J，天阜のまえでの「平等」という関

係であり，それは領台初期からの確固とした方針としてあるからだということに尽きる。

こうした主張はことあるごとにくりかえされていく。たとえば1940年には， r欧洲人の 言 は

植民地の言葉と同じ言葉を役人に使用させようとするので植民地を搾取しようとし、ふ態度から

発するものであり，我が国のは，在来の領土，人民と同じ如くみなさうとする一説万民の立場

をもってゐるので，出発点から異るのである J (JJ 7) と し た 上で，

[…]台湾iこ於ける国語教育が今日の如き成果を見るに到った重要な諒因は， t母語に よって

民族を公民化して行くといふ政策をとったと同時に，国語を強用しなかった事である。こ

れは朝鮮に於いても言はれる事で，ヨーロツパに於て英毘がアイルランドに対してとった
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英語強調政策，ドイツやロシアがポーランドに対してとった国語政策を見ても知れる如く，

厳しい禁圧政策をなすと必ず皮抗が起るものであるO

我が国の行った母語延長主義は，長年月を要するが全く当を得たものであると言ふべき

であらう (1 18L

としているoアイルランド語の「後興Jに胸を熱くした安藤をここに見いだすことはできない。

ここに見えるのは，あくまでも欧州と日本とは異なり，優れているという信念のみである。こ

のように「一語専用」のよってたつ士台を視万民」という統治イデオロギーに求めたので

あるが，ヨーロッパの言語問題の検討は，単に日本の楠民地政策の「よさ」をきわだたせるた

めだけの材料になっている能がある。

第一 5 項 植民地での 「二語併用J 異常視と f大東亜共栄圏」 の言語編制

安藤は1941年に「国語の台湾jという雑誌に，

わが国の盟語政策は，新附の領土に対しては，当初jから国語専問主義を採潟してゐるので

あるから，さうし、ふ対立(二語併用のこと一引用者注)は許さるべくもない。したがって，

本島における二語併用は，公に認められた制度ではなく，それは，単lこ過渡期における現

として存してゐるに過ぎないものであることは牢記されねばならぬ。

しかるに，この過渡期におけるニ語併用の現実すら，や』もすれば，その影を薄くしよ

うとするOそれは，せっかく国語の教育をうけたものが，国語を常用しようとしても，国

語使用の機会に恵まれることが少ないからである。[…]これは，一面からいへば，少数と

多数との理法から見てやむを得ないともいへるが，また，他の一面から見れば，本島人諸

君の，皇民としての自覚に遺憾の点があるからであると考へられる。[…]今や，挙島一致，

皇民奉公，皇民錬成の大道に通進してゐる。この大道は，国語常現の線に沿ってゐるO

に皇民奉公の旨に沿ひ，皇民錬成の実を挙げるには，本島をして，急速に冨語の台湾たら

しむ熱意がこれに伴はなければならぬ (1 19L

と語り， r二語併用J は将来解消さ れるべ き過渡的状態にす ぎな い と いい は な っ 。 翌 1942年 に

なると，朝鮮・台湾といった「外地における現在の異語民族にとっての日本語は，もはや外国

語ではないのである。それは匡語なのである。やがて，それは後世子孫の母語たるべき国語な

のである J (120) と い う 表現 も 出て く る 。 つ ま り ， 異古語の将米的な消滅安当然、の こ と と し て述

べるのである。

しかしこれは楠民地異言語に限ったことであった。むしろそれ以外の地域に対しでは f或特

株の場合を除いては日本語は外国語」なのであるから「最小限度の要求に応ずる日本語J.場

合によっては「仮名による日本語」でもって，具体的には中国大陸や東南アジアに f進出Jす

るべきだと時じ文章では指掘している(]21)0 r大東革共栄闘」 と い う 外部を も つ こ と に よ っ て
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内部への圧力が増す構国をうかがうことができる。

この構図は， 1943年の 「 日本語普及の将来」 と い う 文章のなかて、多少鴎式的に説明さ れてい

る。安藤は大きく三つの地域に分けて考える。まず，朝鮮や台湾といった地域についてはこれ

まで見てきたように， n長語専一主義」を適用する。しかしそれは「新附の民を皐民化すると

いふ大きな埋念に本づ」いているので，欧州、!などでの「強制的普及」とは異なる (122L

で， Iわが国が， 将来誼接にその統治に ま で手を伸ばさ な ければな ら ぬ南方諸地域j に

おいては，

[…]住民lふわが統治下にあることを悦び，皇民としてその生を楽しまんことを期待して

ゐる。これに日本訴を与へることは，わが悼の義務であり，理想であると向特に，ことに

異種の言語の錯綜してゐる地域の住民にとっては，共通語をもち得る福苦でもあるのであ

る。

というように， I共通語」 と し て与え る べ き だ と す る 。 そ し て実際に与え る 日本語は，

この方面の住民に対しては，ト・]一般に教化の程度も概して低いのであるから，生活語と

しての円本語の普及がまづ最初に着手せられるべきであらう。[…]文化語としての日本語

の普及はしばらくこれを一部分に局限してよいゃうである。

ム「教化jの対象にはなるのだが，当面は基縫語的な日本語， I生活語J レベルの 臼本語を普

及すべきであるとする(123)。

第三の地域としての「共栄圏内にある既存の独立国もしくは独立を約束されてゐる関」にあっ

ては，

〔…]特別の体制をもっ満洲国の如き場合を除いて，概していへば，日本語は，外国語とし

て受容せられることになるのであらうが，外国語とはいふものの，共栄闘におけるわが国

の地位より見て，日本語は特殊の性格をもっ，第一次的のものとして認められ， […]文化

語としての日本語の使命の達成に力を尽くさねばならぬ (1ML

というように，第ーの外国語として，さらには「生活語」より高度な f文化語」として日本語

を普及すべきだとしている。「独立を約束されてゐる冨jとして安藤の頭のなかにあったのは，

1943年8 月 と10月 に 「独立J が与え られる こ と にな る どルマ と フ ィ リ ピ ン の こ と であ ろ う 。 し

かし， 1942年1 月 の東篠英樹首相に よ る帝国議会での演説で将米の独立につ いて同様に触れ ら

れた「蘭時」を安藤は「将来直接にその統治にまで予を伸ばさなければならぬ」地域に含めて

いる。

第 6項安藤正次の言語政策論

ここまで見てくれば，安藤の言語政策論の基本にあるのは以下のようなものといえるだろう。

基本にあるのは， I車 牟国語制j か 「複[通話制J か と い う 自家の制度であ る。 両者の う ち ， 近
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代田家の理想としては前者を設定する。相対する接数の有力な言語が存在する場合にとられる

「複国語制」については，欧州留学以前の1926年に発表した論文のなかですでに，ベルギーで

のこ言語の制度を評して「しかしながら，それは変態であるO政治上の掴家が統治的に統一さ

れていることを条件としているように，言語上の民家もまた，言語的に統一されたものでなけ

ればならぬJ(I却と， r取一国語制」 よ り も劣 っ てい る と い う 見方を示 し てい る 。

そう考えれば，アイルランド語の「単一国語制Jをめざす運動は. r母語J の復権を願 う と

いう点で台湾の場合と共通するという理解にいたるのではなく，アイルランド語による「単一

国語制jの優位を証明する事象ととらえたのであろう。さらに，植民地にあっても同じ論理で

「複国語告OJよりも「単一国語制Jが優位となる。

「単品開語制jにあっては， 1941年に き わめて冷徹に述べてい る よ う に，

国家が少数民族の言語上の自由ぞ認めてゐる場合においても，単一国語制の国家にあって

は，少数民族の言語を国語と対等には取肢はない。(もしこれを対等に取扱ふならば，そ

れはすでに単一国語制であるとはいへない。)すなはち，その白白は，限られた自由であ

る Q28L

台湾の場合に安藤が，現象として存在する「パイリンガリズムJを制度化することに反対し

たのは， r限 ら れた 自 由j にす ぎな い と し ていたためであ り ， r単一同諸制j の際則を崩す こ と

になりかねないと考えていたからであった。したがって，最終的には制度としても現象として

もモノリンガルに収数すべきであると考えたのである。

既存の盟家安超える形で植民地を抱えこんだ場合，それを凶家の一部と見なすこと，つまり

「一視同仁Jの治を敷くことによって均質なものとしてとりこむことができると考えた。それ

はまた「単一国語制Jの延長でもあった。この論理でいけば，均質なものとして考えずにむや

みに強制をしたためにヨーロッパでは言語問題が生じ，日本の場合は均質なものと考えたうえ

で「国語」を強制しなかったからこそ， r成功J し たのだ と い う こ と に な る 。 強制を し なか っ

たからといって現地の言葉を用いたわけでもないのだが，この点について安藤は，歌米列強が

東商アジアにおいて「植民地語」を用いていたことを，本昌と植民地を分離する考え方のあら

われであるとし，搾取の象識であるともとらえていた。つまり，現地の言語の使用云々ではな

く，日本語を{吏用させることが自体が大きな意味を持っていたのである(I幻L

一方で国家を超えた場合には，先の「大東亜共栄圏」での日本語の位置づけに対する考え方

にも見られるように，あくまでも「外国語Jととらえるのである。そうすれば「パイリンガリ

ズムJとはならない。

安藤正次は「パイリンガワズムJという概念を輸入し，それを台湾にあてはめることによっ

て欧州の言語問題との比較の軸を設定した。台湾を「二語併用jの地と認めたのはよいが，欧

州、|の言語開題との比較を行ない言語調題を類型化するなかで，結局たどりついたのは，日本の
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言語問題との差異の強調でしかなかった。「パイリンガリズムJという装置を導入し，比較す

ることで強調されるのは，制度としての「パイリンガリズム」が近代国家としては「不効率j

であるという点であり，個人の実態としての「パイリンガリズムJが「不幸」であり「不便」

であるという点であった。したがって台湾の「パイリンガリズム」はあくまでも過渡的な現象

とされ， r国語」 への a本化を主張 しえ たのであ っ た。

こうしたなかで語られるのはあくまでも日本の支配の「特殊性Jであり， r一視同仁j に よ

る仁思恵」としての臼本語の下賜でしかなかったことは銘記されてよし、

この点について， 1941年7 月 に発表さ れた 「国語の政策」 か ら少 し 引用 し てみよ う 。

今やわが皇国は，東司王共栄様|の確すーを目ざして，国威を八紘に輝かしつつある。日本語の

東亜進出の声は高い。[…]わたくしは，確乎たる諸政策の樹立をのぞんでやまなし、。

最後に一言する。わたくしは，わが作l家の外地における異語民族に対する言語政策は賢

明な認識に本づいたものであり，十分にその効果を収めつつあると信じてゐる。巽語長族

に対して，どこまでも単一国語制主義を以てこれに臨み，母国語専用主義の教育を施して

ゐるのは，策のよろしさを得たものである。これについてとやかくの議論を試みるものも

あるが，全く言語を易へ風俗を移すことは，五十年百年のよく成し得るところではない。

われわれは，眼を千年の後に法ぐべきのである。内地における倒語政策を按ずるに当つで

も，われわれは， EI前の便不震に と ら はれる こ と な く ， 常に悠久な る陪家の将来をお もひ，

子弟永遠の計となるべきのである (28)0

ここに安藤の主張のすべてが凝縮されている。

なお，この「毘語の政策jは 6章矯戒であり， 4 章ま でが欧州の言語問題を論 じて 「単一一国

語制」と「複圏語制jの解説を行なっている。 5章が日本の「国語問題」の歴史の簡単な紹介

であり， 6 章が1941年時点で 日本が直面 していた政治状況に対 して 「文化政策的」 に L 、かよ う

な「国語政策」をとるべきかを述べたものである(具体的には「国語Jの内的整備について)。

その結論部に上の引用が位置している。

実は，数戦後にこの 5 . 6 章を除いた部分が， r国語政策の展望j と 改題 さ れて ， 1947年の

f国語と文化J (創元社百花文庫24)にINめられている。ヨーロッパの言語問題の歴史的な紹

介は，敗戦とはとりあえず無縁である。 6章を削っているのは，もちろん，再録するにあたっ

て時代的に不必要となったからだろう。当然このことは， rパイ リ ン ガ リ ズ ム j が現象 と し て

存在した地が，敗戦後の「日本jという国民国家にとって無関係の地となったことを意味する。

しかし，こうした前隷の仕方は， rパイ リ ン ガ リ ズムj と い う 装置で も っ て安藤が行な っ た さ

まざまな主張と，それに伴う責任，あるいは「パイ I)ンガワズム」の地とした歴史的経緯とそ

の責任の所在を，うやむやのうちに，かっ見事に葬り去るやり方に思えてならない (lmL
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第7項安藤次の影響力

この意で瑠りあげた諸論文ぞ安藤が書いたのは，台北帝国大学教設時代のことであり， 1941

年以降のものは，その総長という肩書きがついている。植民地台湾における制度的な知の最高

位である総長の社会的責任とその影響力を考えれば，当時の「国語普及 j政策に合致させる議

論を意図的に，あるいは仕方なく安藤は展開していたと考えることもできる。しかし少なく

とも，安藤の教えを台北帝国大学で受け，総長時代には学生部長であったという能勢頼主主の

1972+ の回想に よれば，

総長としての先生は全く多忙でいらっしゃった。それは台湾という土地柄，準戦時ド iこ

次ぐ臨戦時下やがて敗戦へとつながる時局と大学との関係から必然、的に起る多忙であった。

台湾統治の大きな柱の一つは台湾の人々の皇民化ということであった。それには冨語の普

及ということが必提要件なので，領台以来この政策は強力に推進されて来た。しかし，そ

れは役人の手によるもので必ずしも万全のものではなかった。それが台北大学開設ととも

に安藤先生がご着任になられたことによって，この台湾の同誌政策は点騎の美を発持する

ことができたのである (330L

とある。文教政築上に与えた影響の大き主だけは確かであろう。

一方で安藤は神克皇学館関係者ということもあってか， 1937 年に は台湾神社臨時造営に関す

る事務を嘱託され，台湾神宮として昇格するに際しでも，文教当局は安藤の指示を仰いでいた

という 03°0 r教化の手段j であ る 「国語j と 「神道j の両者に関与 し た安藤正次に罰 し て は ，

今後より詳細な検討が加えられるべきであろう。

第 5 章 おわ り に

ここまで，言語学者たちの「言語問題 jの認識のあり方を見てきた。ヨーロッパで起こって

いる「言語問題 jをできるだけ正確に把援しようとつとめる一方で、，帝器 i日本でも同質の陪題

が発生しうるかいなかについては，論者によって見解が異なっていた。おそらく上田万年も

めて，新村出や安藤正次は，生じないという楽観的な観測をし保科孝ーは生じる石 i能性を考

え，If喧家語 Jという休制を導入することでそれに対処すべきであると主張しつづ、けた。

保科が「国語問題」を「政治的国語問題 Jと「人文的国語問題」と分けて論じたのを意識し

てか，安藤も， r~ 語政策と は， 国語に関す る ， 出家の政治的万策の義に ほかな ら な いが ， こ

れは，大体において，統治政策的のものと，文化政策的のものとの二つにわかれる J (32) と

分している。それでは，保科の「国家語」の構想に対して安藤はいかなる見解を持っていたか

というと， r学者の間に は， 出家語制定の要を説 く 人があ る 」 と 保科を前提 と し た発言の あ と ，

f国家語j の説明を し ，
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しかしながら，その同家誌を制定するといふのも，もとより無から有をつくり出すのでは

なく，その国家の名によって毘語を公認するとし、ふことと大差がなL、。これは，一面にお

いては，~誌なるものを強化することのやうにも見えるが，他のー屈においては，国語の

勢力範聞を限定する如き嫌がある。しかもまた，仮に国家語を制定するにしても，一酉家

語の制定が可能な場合は， [吋内における数言語のうちの或一言語が優勢である場合に限ら

れるのであり，閣内における数言語が対等の勢jJをもってゐる場合iこはそれが不可能であ

るから，結局，現在の単一国語制と複国語制との如きものとならざるを得ないであら

う(IおL

と述べている o r国家語j を制定す る こ と が， 逆に 「国語」 の勢力を制限す る ， つ ま り 「国語J

の拡大の足かせになるというのである。この点は，実は保科の主張とあまり大きな違いはない。

保科は少なくとも一般論として「国家語Jが単一であるべきだと述べているわけではないのだ

から。より重要なのは，安藤にしても保科にしても，根本の発想は「凶語Jが異言語をどのよ

うに管理するかというところにあったという点である。いい方をかえれば，異言語とは， r国

に対して問題ぞっきつける存在であるととらえていたのである。上田万年たちがっくりあ

げてきた「国語jという体制を変更することなく異言語に対処していくための参考事例(ある

いは反面教師)として，欧州の言語問題を理解したのではないだろうか。

「言語政策Jではなく「国語政策Jという言葉で一賞して植民地の言語問題を表現してきた

のは，そのためであったともいえよう。

現実には帝国日本において言語問題が政治化したことは基本的になかったといってよい。こ

れは， r国語」 と い う体制が強国に存在 して いたか ら で はな く ， そ の う ら に あ る天皇制 と い う

規制が強くはたらいでいたためであろう(出L

つけくわえれば， r言語政策J と い う 言葉は， 敗戦後中関大陸や 「南方J へ の関与を 「失な

うjことによって，姿を消す。本稿の議論の流れからすれば， r言語政策J と い う 言葉の主主場

が，多言語性あるいは異言語性の認識を多少なりともうながす契機となっていたのであるから，

その言葉が敗戦後罵いられなくなっていったことが象徴的にもつ意味は大きい。もちろんこう

したことをもって，上記の戦前の言語学者たちの認識が現在も生きているということをいいた

いのではない。しかしながら，現在の「言語政策jが社会言語学の分野においては翻訳語とし

していることに鑑み，学術用語・翻訳語としてではない「言語政策Jという言葉を過去

のあり五も含めて検討してみることは「国語政策J r国語施策j ばか り が用い ら れつづけて い

る現状の異様さをうきぼりにし，その言葉から抜けおちていることがらに目を向けることにも

つながるのではなかろうか。

また， rパ イ I) ン ガ リ ズ ム j と植民地言語政策の結びつ き も ， 今 日 の fパ イ リ ン ガ リ ズ ム J

を考える上でも欠かせない事実として指摘しておきたい(135)。
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(1)ちなみに 1948年12月初日の f国立国語研究所設置法」の第二条は、研究所の事業のーっとして

「眉語政策の立案上参考となる資料の作成」という項目を揚げている。

(2) 湯浅廉孫 「閑語政策と秦火の一原因J r帝国文学JI 13巻11号. 1907年11月 。 な お ， 近代化 と 言

語政策のありようについて簡単にまとめたものに，安田敏郎 IT近代j化のなかの言語政策」庄

司博史編『ことばのニ0世紀』ドメス出版. 1999年があ る。

(3) 上回の位霞づ、けにつ いては， 宏一回敏朗 f帝国 日本の言語編制』 世織書房. 1997年， 第1 部を参

照。

(4) 上田万年が1895年に時の帝国大学総長浜尾新に対 して， 文科大学内に 「国語研究室J を設置す

ることを訴えた文書に. I(…〕 文科大学は応、に進んてi比重要な る国語問題を解釈すべ き責任を有

する所とすjとある cr帝国大学文科大学に国語研究濯を興すべき議J. r明治文化資料叢書 第

8 巻』 風間書房. 1975年に収め る )。

(5) 上回万年 f内地雑居後に於け る語学問題J r太楊JI 4 巻l 号 ・2 号. 1898年1 月

(6) た と えは、， 上回万年 「最近の国語問題に就て r教育学術界JI 14巻4 号. 1905年7 月 な ど

(7)保科孝一 f国語開題に就きでJ r教育界JI 1 著書2 号. 1900年6 月

(8) 1924 年12 月 の講演 「国語政策の根本問題j よ り 。 問題にて 『日本文学JI (日本大学) 1926 年7

月号に掲載，のちに山田孝雄『国語政策の根本民題 J宝文館. 1932 年 lこ収め る 。

(9) 保科孝一 『独逸属領時代の波蘭に於け る国語政策」 朝鮮総管府. 1921 年

(10) 保科孝- r国語政策論』 国語科学講座73. 明治書院. 1933 年. r.'i] r世話政策」 刀江書続. 1936

年，同 f大東亜共栄圏と国語政策』統正社， 1942 年

(11) た と えば1939 年 と41 年 lこ文部省主催で開かれた 日本語普及に関す る実務担当者の会議は 「間話

対策協議会」という名称。また島田牛稚「朝鮮に於ける徴兵制の実施と居語対策 J r 日 本語JI 4

巻 2号. 1944年2 月 な どがあ る O

(12)論文の題名ではたとえば，倉野憲討「国語習策と放送J r放送Ji ll巻 5 -\せ. 1941年6 月 ， 柳 田

国男 f教育と国諸国策(一)-(三) J r教育JI 11巻4-6号. 1943年4-6 月 な どがあ る 。 ま た ，

カナモジカイは「大東亜建設ニ際シ国語国策/篠立ニツキ建議J rカ ナ ノ ヒ カ リ JI 1942年6 月 号

という建議を行なっている。

(13)かつて r <盟諸〉とく方言〉のあいだ一言語構築の政治学-J (人文書続. 1999年) において，

社会学者建部遜吾の1918年の論文「国語に対する実理政策」のなかで II閤語政策J . r言語政策J

という単語を用い，言語の社会的機能，変化を説き J (287頁〉 と書いたが. r言語政策J は用い

られていなかった。ここに訂正する。

(14)驚藤秀一(1908年-1940年)は. 1938年に治安維持法違反容疑で検挙さ れた。 「特高月 報』 昭

和十四年四月分(内務省、警保局保安課)の f共産主義運動の状況Jのなかにつぎのような記事が

ある。

言語運動関係治維法違反事件の検挙と取調状況

山形県当局に於ては，予てより東北帝大庶務課雇粛藤秀ーを中心とする鴎語聞字ローマ字

化運動lこ付き鋭意内偵中に在りしが，各種出版物，畠際労農通信，国内同志、との連絡通信関

係等仔細iこ検討したる結果，巧iこ合法を擬装せる共産主義運動の一翼たるの容疑濃厚となり

たるを以て，客年十一月十二日駕藤を検挙し厳重取調べたる処本名を中心とする言語運動

は，マルクス主義言語理論に\J.脚せる，所謂無産階級解放運動の一翼たるの任務を持つプロ

レタワア文化運動の一分野としての国語国字のロー7字化運動なること判明せり。

この鶏藤秀ーの検挙がきっかけとなり. r文字と言語J に寄稿 していた もの な どが. 1939年6
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月 5日に治安維持法違反容疑で検挙されている。この検挙は唯物論研究会関連のもので、もある以

とくに「左翼ローマ字運動事件」とも称されているO粛正泰秀ーに関しては，清水康行「粛藤秀~J

n:JSI文学 解釈 と銀賞-j 0992年l 月 号) で短いなが ら も業績の紹介， 先行研究の紹介な どがな

されており，参照が蒋易である。また大島義夫・宮本iE!J行『反体制エスペラント運動!とJ (コa省

堂. 1974年) や ウ ル リ ッ ヒ ・ リ ン ス (栗栖継訳) r危検な 言語一迫答のなかの エ ス ペ ラ ン ト 』

(岩波新書. 1975年) に も簡単な記述があ る 。 ま た斎藤秀ーの生源を追 っ た伝記 と し て ， 佐藤治

1I}] r吹雪 く 野づ ら に ー エ ス ベ ラ ン テ イ ス ト 務藤秀 ーの生涯~j(鶴岡書店， 1997年) があ り ， 全

体像を知ることができる。なお，プロレタリア・エスペラント運動の性格については，平井昌夫

子国語国字問題の怒史j (Sfj森社. 1948年) の復刻版 (三元社. 1998年) に付さ れた解説 (安田敏

郎筆)を参照。

(5) 百詰問題談話会IT孟詰問題 | の読者諸賢に J r言語問題j 3 巻4 弓. 1937年6 月55頁

(6) 岡余白三郎II言語問題j の 刊行を思ひ立ってJ r15諮問題Jl 1 巻 i 号. 1935年5 月

(17)宮j京誠一「言語政策と言語教育アメリカにおける二重言語児塗 J r教育Jl 7 巻4 号 ， 1939

if，1月. 84:& 。 宮原誠一(1909 年~1978 年) は敗戦後の教育学の発展 iこ寄与 し た人物と さ れて い

る。当初はジョン・デューイなどの進歩主義的教育学の研究を行なうものの，昭和研究会や戦時

下は国策研究会などで統合する論理としての文化政策を提案していた。こうした宮原のあり方を

問うものとして，佐藤!ム‘美 F総力戦体制と教育科学一戦前教育科学研究会における「教育改革」

論の研究 -j大月書店， 1997 年， 第5 章一を参照。

(8) 京口元吉1701 司の対外言語政策J r放送Jl 9 巻5 号， 1939ff5 月 ， 20頁

(1 9)石黒修「苫語政策の確立J円本学芸新聞J 1940年10月25B号2 而

(20) 1938 年随行の新学制の 「学制要綱」 に 「 行本語ハ け満 徳一心 ノ 精神ニ其キ国語ノ ー ト シ テ重

視ス」とある。

(21) 1938 年施行の新学制か ら ， 日 本語. r満洲語J (中国語のよびかえ).蒙古語を教科白の「国語 j

のド位区分として教育することになった。あくまでも日本語優位の教有体制であったことは安閑

敏朗『帝国打本の言語編制 J世織書房. 1997 年， 第3 部であ き ら かに し た。 「国語政策j に 「満

洲語 Jも含まれていたことは. 1941 年に設置さ れた 「満洲帝1 4'1 民性諸国語調査:tf 員会J の活動が，

日本語と「満洲語 Jの調査研究に置かれていたことからもわかる。また森田孝「減 J洲自の用語政

策と日本語の地位 J r 臼本語j 2 巻5 号， 1942 年5 月 の論文の題名 と 内容か ら も以上の こ と が確

認される。

(22) 松本潤一郎 「言語政策か ら見た国語醇化の問題J r国語文化j 2 巻11 号， 1942 年10 月 . 8 頁

(23) 花岡兼定 「比島独立と閏語問題J r国際知識及評論j 18 巻5 号. 1938if5 月 ， 同 「比島民諮の

誕生 J rB 本評論J 13 巻8 号， 1938ff.8 月

(24) 保科孝一 「大東亜共栄鴎の建設と国語政策J r コ ト パJl 4 巻2 号， 1942 年2 月 ， 同 「大東亜共

栄磁の i寸話対策を確立せよ J r コ ト パj 5 巻3 号， 1943ff3 月

(25) II考方掴語政策に関す る本会の意見J mOMAZI no NIPPONJl1942 年5 月 号. rROMA

ZISEKAIJl1942 年6 月 号

(26)n黒修 「大陸経営と わが言語政策J r コ ト パj 2 巻l 号， 1940 年1 月 ， 同 f東 3fT. の言語政策 と

放送 J r欣送Jl 11 巻4 忠1941 年5 月

(27) 魚返善雄 f大陸の言語問題 ・ 政策 ・ 工作J r国語文化Jl 3 巻3 号. 1943 年3 月 。 な お こ の り‘で

は特輯として f言語政策論 jが組まれている。

(28) 大雨雅雄 「共栄圏と 言語政策J r コ ト パj 4 巻l 号， 1942 年1 月
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(29) 泉井久之助 「大東亜言語政策の慈調J r知性j 7 巻4 号， 1944年4 月

(30) I言語政策座談会J r文芸j lO 巻 3 号 ， 1942 年3 月

(3 1) 徳沢龍湾 「 日本言語政策論J r政界往来j 13 巻4 号， 1942 年4 月

(32) 長沼直兄 「大東亜の言語政策 と放送J r放送研究jJ 2 巻5 号 ， 1942 年5 月

(33) こ の文書は， 土井章監修 F昭和社会経済資料集成」 第17 巻， 大東文化大学東洋研究所. 1992 年

に収められている。

(34) こ の審議会で は軍事， 外交を除 く 大東亜に関する 君主姿事項の諮問に応 じ ， 場合に よ っ ては首相

に建議を行なった。当初は 8つの部会，すなわち，第一部会.基礎要件，第二部会:文教政策，

第三部会:人口政策，第四郎会.経済建設基本方策，第五部会・鉱工業・這カ，第六部会:農林

水産・予言 Iti ~;~，第七部会:交易・令雨量，第八部会:交通であった。 8つの部会の答申がすべて出揃

うのは官制が敷かれてから 5か月後であった。その後 1943年 4月 9日の第七出総会で 3つの新し

い部会(第九部会:鉱産，第十部会食精，第 1 --'部会:繊維資源)が加わる。山本有造の指摘

によれば，第八回総会以降の記録はなく，第九部会以降の議事録もな L、。東盈建設審議会につい

ては，古川隆久『昭和戦中期の総合国策機関』古川弘文館. 1992 年， 山本有造 fr大東説共栄幽J

構想、とその構造「大東亜建設審議会」答申を中心に一」古屋哲夫編 F近代f::j，本のアジア認識』

京都大学人文科学研究所， 1994 年所収 (再flj は緑蔭書房より 1996年)なと\資料としては石 JI l l終

吉『同家総動員史資料編』第四通商産業研究所. 1976 年， 明石溺至 ・ 1::i J十均解題 『大東亜建設

審議会関係史料』会 4冊龍渓書舎， 1995 年があ る O

(35) こ の答申の 「南方」 で‘の受容につ いて は， 石井均 F大東亜建設審議会 と南万軍政 下の教育』 丙

日本法規出版， 1994 年で触れ られてい る 。

(36) 大西雅雄 「南方に対する言語政策J r国語文化jJ 3 巻3 -t;-, 1943年3 月

(37) 長谷川松治 「 百語対策と言語理:但J r コ ト パjJ 4 巻9 号， 1942年9 月 . 68頁

(38) 宮武正道 「南方の言語政策J r太平洋jJ 5 巻7 号 ， 1942年7 月

(39) 石黒修 「大東践の言語政策J r中央公論jJ 57巻8 号， 1942年8 月

(40) 詳細は安田敏朗 f帝国日本の言語編制』 世織書房. 1997年， 第4 部を参照

(41) 雑誌 『国語運動』 に毎号掲載さ れて いた 「切抜帖J (雑誌，新聞などの古語関係記事)に出て

くるものを主な対象としたc1巻 1 -I-}, 1937年8 月-8 巻 S 主主 1944年 5月)。

(42) 言語に手を加え る ， 計画化す る ， と い っ た考え方 は1930年代の プ ラ ー グ言語学サ ー ク ルの

language cultivation(言語育成)の概念にすでにあらわれているという (Carol M ‘Eastman

LANGUAGEPLANNING αn introduction , Chandler& SharpPublishers. 1983,

p ， 1 29) 。

(43) 長谷川松治 「言語対策 と 言語恕想J r コ ト パjJ 4 巻9 号 . 1942年9 月 . 65頁

(44) 詳綿は， 安田敏朗 『植民地のなかの f国語学j 一時校誠記 と京城帝陸大学をめ ぐ っ て - jJ 三元

社. 1997年を参照。

(45) 建部は f教政J の各論 と して 「教育行政， 宗教行政， 学術行政， 美術行政， 国語行政， 礼儀行

政，風俗行政，教導行政，変的教化行政jの 9つの部門をかかげている(建部遜吾「宗教に対す

る実理政策J ra本社会学院年報』 第 2 年， 第 し 2 合冊 4 頁)。

(46) 建部遜吾 「社会学綱領』 金港堂， 1904年. 58頁

(47)田辺寿手IJ r社会言語学叙説j 日光著書院. 1943年， ト2 頁

(48) 松本潤一郎 「言語政策の社会性J r国語文化j 3 巻3 号. 1943年3 月1 頁。 な お， 総本の社

会学理論に関して参照が容易なものに，小笠原真『日本社会学史への誘いj世界思怨社. 2000年
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がある。

(49) 松本潤一郎 「言語政策か ら見た国語醇化の問題J r国語文化.I 2 巻11号 . 1942年10月 。 な お ，

建苦fjや松本の言語政策論につ いて は， 安田敏朗 rT近代j 化のなかの言語政策J 庄司博史編 『 こ

とばのニ0世紀』ドメス出版. 1999年で紹介 し た。

(50) 保科孝一 『国語政策論』 闘語科学講~73， 明治書院， 1993年3 頁

(51) 間前· 9]'f

(52) 上田万年の欧州、i筒学につ いて は， 清水康行 「上山万年の欧州留学に関す る記録J( 閑語学会1999

年度春季大会研究発表会予稿集)が最も詳細なものである O

(53) 上問万年 「国語と困家 と J r東洋哲学J 1 巻11 号. 1895 年1 月 . 449-450 質

(54) 同前· 448 頁

(55) 上回万年 「欧州諸問に於け る綴't= 改良論J r太湯J 1 巻7 号. 1895 年7 月 . 35 頁

(56) 上田万年 「凶語会議に就き て J r教育持論J 422 号， 1897{f1 月5 日

(57) 新村山 「新村文学寸ての書信J r教育学術界J 29 巻2 号. 1909ir5 月 10 日 . 92頁 (な お ， 七H欠で

の表題は「欧緩巴の国語問題」となっている)。

(58) 間前· 93頁

(59) 新村出 「欧羅巴に於け る国語競争J r教育学術界.I 20巻6 号. 1910年2 月10 日 . 28頁

(60) 沢柳政太郎 「鮮人教育 と国諮問題J r朝鮮J (京城朝鮮雑誌、社) 36号. 1911年2 月 . 15頁

(61) 同前· 17長

(62) 同自Ii . 14頁

(63) 間的 · 15頁

(64) 稲田周之助 「朝鮮人と 日本語J r東洋時報J 1461，手. 1910年11月初日5頁

(65) 同前6頁

(66) 附前· 6]'f

(67) 同前 5 員

(68) 保科孝一の 「出家語J の議論につ いては， イ ・ ヨ ン ス ク rr出語」 と い う 思想 近代 日 本の言

語認識 J岩波魯店. 1996 年に詳 し い。

(69) 保科孝 一 『国語問題五十年j 三養書房， 1949 年， 79-80 民

(70) 保科孝一 「瑞西にお け る国語問題と政治問題と の関係J r国学続雑誌.I 20 巻8 号. 1914 年8 月 ，

17 頁

(71)オーストリア・ハンガリー帝国の言語政策について日本語で読める比較的新しい論文に，鳥海

金郎「多民族国家と言語ーオーストリアヱコハンガリー帝国の言語紛争一 J r独協大学 ド イ ツ学研

究J 21 号 ， 1989 年3 月 があ る 。

(72) 保科孝一 「瑞商にお け る国語問題と政治問題 と の関係J r国学院雑誌.I 20 巻8 号. 1914 年8 月 ，

17-18 頁

(73)1949 年の回想、 と な っ て し ま う が， 保科は， rc…〕 留学中 も ， 当時の朝鮮総督府か ら嘱託を受け

て，ヨーロッパにおける政治的の圏諸問題，ことに盟語政策の調査を進めることになって以来，

これにいっそうの関心を深めるようになった。これは当時戟鮮の統治上，国語政策の重要性を，

総督府の首脳部が痛感し，わたくしにその調査を託されたのであるJとしている〈保科孝一「同

諮問題五卜年.1-養書房. 1949年， 船長)。

(74) 保科孝 『独逸属領時代の波頭に於け る匝語政策』 朝鮮総督府. 1921年， 序言 l 貨

(75) 持前， 序言1 -2 頁
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(76) 同前， 28頁

(77)臼本「内地jの報道で朝鮮がいかように扱われていたのかについては，萎東鎮「日本言論界と

朝鮮 191O- 1945J1 (法政大学出版局， 1984午) が詳細に助、づけてい る 。 三 ・ 一独立運動につ い

ては第 3章が割かれている。

(78) 保科孝一 「独逸属領時代の波蘭に於け る国語政策j 朝鮮総督府， 1921年， 16頁

(79) 保科孝一 「圏家諾の問題についてJ 東京文埋科大宇文科紀要6 巻， 1933年， 62頁

(80) 間前， 63-64貞

(81) 保科孝~ r国語政策論」 閏語科学講座73， 明治書院， 1933年， 62-63頁

(82) 同前， 66-67頁

(83) 同自主， 77J!l

(84) I寸前， 61 資

(85) 間前 85J!l

(86) 保科孝一 「満蒙新悶家 と国語政策J r国語教育JI 17 巻5 号， 1932 年5 月 ， 3 貰

(8 7) 富山民政 f満蒙新|刈家民謡関手問題試論J r国語教 育JI 17 巻7 号， 1932 年7 月

(88) 保科孝 満室主新国家の国字問題につ き富山氏に答 う J r国語教青JI 17 巻8 号， 1932 年8 月

(89) 富山民蔵 「再び満蒙新国家国語国下問題を論ずJ r国語教育JI ]8 巻 l 号， 1933 年 l 片 ， 64-65 頁

(90) 高山氏蔵 「二三たび満蒙新国家国語P~字問題を論ず j r国語教育JI 18 巻4 号， 1933 年4 月 ， 76 貰

(9 1) 保科孝一 「再び満蒙新国家国字問題を論 じ て富山氏に答 う J r国語教育JI 18 巻 l 号， 1933 年1

月， 76 頁

(92) 間前， 69 頁

(93) Iii 鵡洲閏j の言語政策の詳細については， 安田敏郎 『帝向 日本の 言語編古IJJI 世織書昆 1997'rf，

第 3部を参照。

(94) 保科孝 一 「大東iJIi 共栄腐の国語対策を縫立せよ J r コ ト パJI 5 巻3~} ， 1943 'rf'.3 月

(95) 臼本軍政期の1942 年7 月24 日 の 「比島公用語ニ関 ス ル件j に よ る 。

(96) 保科学 大東亜共栄闘の国語対策を篠立せよ J r コ ト パ JI 5 巻3 号， 1943 年3 月8 頁

(97) 同前， 8 頁

(98) 同市'j ， 9 長

(99) 安藤は東京帝国大学在学中にすでに実験音声学に興lJ;ji を示 していた よ う であ る (中村忠行 f安

藤正次先生伝略 j安藤正次著作集刊行会編「安藤 iE次著作集 7言語学論考附雑編 j雄山陽，

1975 年所収， 441-442 頁)。 ま た 『音楽 と蓄音機』 と い う 雑誌に安藤は， 音声と しての言語の研究

の重要性や，それに付随した仮名遣の表音化の議論，漢字制限の議論などを掲載している。たと

えば f閣語の尊重は，口 lこされる言葉，ロにされた青葉の等霊に出発点をおかなければならぬ」

(I 国語の尊重J r音楽 と蓄育機JI 12 巻2 号， 1925 年2 月 ， 3J!l) と い う主張や ， I仮名違法や文字

に[ぺはれてゐては，間誌をほんたうに愛して行くといふことが出来ないわけである J (I言葉に対

する純真の愛J r音楽 と蓄音機JI ]2巻6 号， 1925年6 月 ， 2 貰) と い う 議論， 臨時国語調査会の

表育的仮名遣案を支持した論文 (I仮名遣の改訂についてJ r音楽 と 議育機JI 12巻3 号， 1925年3

月)，漢字制限を論じたもの (I漢詩整理のことども J r音楽 と蓄音機JI 12巻10号 ， 1925年10月 )

や，表記論 (I文字と言語との関係の面J r音楽 と蓄音機JI 12巻11号， 1925年11月 ) も あ る 。 ま

た上田万年約な「国語愛」を， I国語を尊び， 国語を護 り ， 匝語を よ り よ き言葉に磨 き 上げて ゆ

くことは同時にまた，われわれ留民の窓思，感情，理会を脊て上げてゆくことであり，国民各倒

開の精神的i妥結をーそう強l討ならしめる所以である」と諮った文章 (I国語と出家・国民との関
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係留語医字問題iこ関して社会の反省を促す J r否楽 と蓄音機.I 13巻1 号， 1926年1 月 ) も あ

るOさらには「三千年の悠久な時代を通じて，今日のわれわれι過去の担先とを精神的に結び

つけるものは言葉である。また，方処を異にしてゐるわが同胞七千万そ一つに結ひ‘つける大きな

カをもってゐるものも言葉である。J (I言葉と文字に あ ら はれた我が国民性J r明治聖徳記念学会

紀安.I 20巻， 1923年6 向7 貰) と い う 点 も ， 一般的な思議であ るが， 上回 的な主張で も あ る 。

これらはすべて留学以前に書かれている。また，仮名遣については台北帝悼大学時代にも， 1現

代的仮名遣は，現代の標準語の地位にある東京誌の発音二を標準として，地方語のそれをも参酌し

て，古典的仮名遣を整理して，これを現代化せしめたものであるJという立場から仮名造改定に

対する一方的な反対論，賛成論を批判した論文もものしている (r仮名遣改定に対する認識の不

足J r台湾教育.I 354号， 1932年1 月 ) 。 敗戦後の 「現代かなづかLリ の流れに つ な が る も の で も

あるだろう。

(100) 詳細は， 安藤正次著作集刊行会編 「安藤疋次著作集 7 言語学論考 附雑編」 雄山閣， 1975年

に収められた「安藤疋次先生年譜」を参照。

(101) 安藤iF次 「 ア イ ル ラ ン ド 臼治州、! の閑語政策 ア イ ル ラ ン ド語の復興につ いて J r国語教育』

13巻90， 14巻4 号， 5 号， 6 号， 8 号， 1928年9 月-1宮29年8 月

(102) 安藤IE次 「ア イ ル ラ ン ド 自治州の国語政策 ( り ー ア イ ル ラ ン ド語の復興につ いて J r国話教

育.I 13巻9 号， 1928年9 月 ， 63頁

(103) 同前， 63]'[。 第4 条の英文 も 引用 さ れてい る O

Article4

TheNationalLanguageoftheIrishFreeState(SaorstatEireann)istheIrish

Language ,buttheEnglishLanguageshallbeequallyrecognizedasanofficialLa

nguage.

NothinginthisArticleshallpreventspecialprovisionsbeingmadebytheParliaｭ

mentoftheIrishFreeState(otherwisecalledandhereingenerallyrefferedtoas

the “Oireachtas ")fordistrictsorareasinwhichonlyoneLanguageisingeneral

use.

(1 04) 同前， 64 真

(105) 安藤正次 fア イ ル ラ ン ド 自治子i'I の国語政策 (下の二二〉一一ア イ ル ラ ン ド語の復興につ いて一-J

『国語教育.I 14 巻8 号， 1929 年8 月 ， 66 貨

(1 06) 安藤正次 fニ語併用地域におけ る言語教育 (上) J r台湾教育.I 29 巻8 号， 1929 年8 月 ， 2 頁

(1 07) 同前， ふ 3 貰

(108) 同前， 9]'[

(109) 安藤正次 「二諾併用地域にお け る言語教育 (下) J r台湾教育.I 29 巻9 号， 1929 年9 月 ， 4 頁

(110) 間前5 頁

(111) 同前， 5 頁

(1 1 2) 同前， 6-7 頁

(113) 間前 7 頁

(114) 安藤正次 f国語国字諸問題J r岩波講座 国語教育 第 5 巻 国語教育の諸問題j 第 6 由配本，

岩波書店， 1937 年1 月 ，37 頁

(11 5)たとえば 1925年には「言語の勢力の消長は民族の感衰と相伴ふ。満洲人の実力が重量へると共に

満洲語は亡ぴんとしっ、あるアイヌ人の悲運は時時にアイヌ語の表勢である。これに反して，優
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秀な文化を宵し，興隆の精神を有してゐる民族の言語は栄える。言語と民族とは，精神的に極め

て密接な関係を有してゐる。であるから，日本民族の栄え行く限り，日本語もまた栄え行くべき

運命をもってゐるJと述べている(安藤正次「言葉に対する純真の愛J r音楽と 蓄音機j 12巻 6

号， 1925年6 月2頁) 0 1衰勢」 し ゅ く 民族 ・ 言語の f保護j と い う 観点す ら見いだす こ と はで

きな L、。

(116) 安藤正次 f国語閤字諸問題J r岩波講座 国語教育 第 5 巻 国語教脊の諸問題J 第 6 回配本，

岩波書店， 1937年1 月 ， 15-16頁

(17) 安藤正次 「台湾に於け る罰語教育J r学菟j 7 巻1O~j- ， 1940年10月 ， 21-22頁

(118) 同前， 23頁

(1 19)安藤正次「皇国民の錬成と国語の台湾J r国語の台湾j 1 号， 1941年11月4 兵

(120)安藤正次 16本語のむつかしさ J r日本語j 2 巻3 号， 1942年3 月 ，10頁

(121)同前， 10員

(122) 主主て藤JI次 「 日 4>:語背及の将来J r 日本語j 3 巻6 号， 1943年6 月 ， 7-8 頁

(1 23) 向背II. 13-14頁

(124) 毘前， 13-14頁

(1 25)安藤疋次「国語と国家・国民との隠係国語圏字問題に関して社会の反省を促す J r音楽 と

蓄音機j 13巻1 号， 1926年 l 月4頁

(126ω) 安藤正次 「円i悶司語の政策J r国語文化講F康長 第一巻 匝語時題篇』 朝日新間社， 1ω941年， 1臼5目1民6頁

(127わ)安藤 iはま

をこの5時与期lにこ行なつてはいない。つまり，他に類を見ない優れた IBみ;精神」を宿すものとして

の「言霊」があるというような，説明も論証も不可能な主張を見いだすことはできな L 、。「言霊」

の論じ方にしても， 1言葉の力を不可思議な も の と見る思想はあ ながち我が国ば か り で は な い 」

のであるから， 1言哀の幸はふ国」 の意味を 「背の 古典学者のや う に， こ れを， わ が国語は万国

にすぐれた国語であるからだといふ窓味iこ解するのはや〉当を失するJとしている。むしろ，

f文字の留j であ る 中国と の対比か ら 「わが国に は古来文字がな いのであ るが， そ れ はわが国は

言葉を重んじる悶」であるという意識から生じたものかもしれないという説明を加えている(安

藤正次 f言霊雑話J r音楽と蓄育機j 12巻5 号， 1925年5 月2頁〉。

また，言語内的な特性を民族性とからめて論じたものに， 1言葉と文字にあ ら はれた我が罰民

性J r明治聖徳記念学会紀要j 20巻， 1923年があ る 。 そ こ で は ， 1元来国語と いふ も の はそ の言葉

を周ゐる国民なり民族なりの言語精神の発露であり反映であるから，これは民族性国民性と関係

を有ってゐるのである J 01頁)という前提のもとで，日本請が母音で終わる関音節であること

をもって， 1気候の温和な ， £喜墳の平静な地方に往する民族は，関日音たる母青を多く用ゐる傾

向がある。さふいう地方の住民は，性情も快活であるから，口を開いて発音する音を多く用ゐる

やうになるのである (11頁)と「民族性」を規定していく。これは， 1母音の多い言語は， いか

にも軽快にひずき，子音の多い言語は，いかにも梅渋に問える J (9 但 10貞) と い う 印象論を強引

に展開したものである。そして，日本人の「国民性jが「閤諮Jに反映されている例として，

「非常に抽象的概括的の性情を有ってゐる国民」であるから「抽象的統括的の言葉を発達させて

ゐるJ点， 1様式の単純化を好む国民J であ る か ら 「動詞形容認の発達史」 にお いてみ る と ， 強

純一+複雑→単純と，複雑化した様式をIttl.純化Jした歴史をもっ点，単純化を好むといふ性情

は，これが対外関係に発揮されれば，同化の力となってあらはれる」点，これは外国語の輸入が

盛んだったことを指している。そして「階級思想の反映と見るべきものが著しく発達してゐる J
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点，これは敬語の発達と結びっく。「言葉に対して一種の神秘的な思想、をもってゐる点J，これは

「言笠」思想であり，忌み言葉などと関連する。最後に「軽妙な酒落好きの国民Jである点，こ

れは ltilt奇異義の多いことを利用した言葉遊びが発達していることにつながる(15- 21頁)。なお需

様の論説に「言語 kから見た国民性J r解放J 3 巻4 号， 1921年4 月 があ る 。 た だ し ， こ う し た

論調は1920年代のものに限られており， 1930年代か ら は困家や話者の勢力 と い っ た言語外的な要

民でもって言語問題を論じていることに留意しておきたい。

(1 28)安藤正次「国語の政策J r国語文化講座 第一巻 同諮問題篇』 朝 日新聞社， 1941年， 28-29頁

(129) なお， 安藤正次著作集刊行会編 F安藤IE次著作集 6 言語政策論考j に収め られた 「国語政策

の展望」には全文が載せられ 5， 6 章が削除さ れた こ と が明記さ れてい る が， 初出 は記さ れて い

な L 、。

(130)能勢頼賢「台湾における安藤先生の思い出J r勢陽論叢J 6 り， 1972年，72長

(I3I)間前， 72-73資

(132)安藤iF.次 r l五i語の政策J r凶詰文化講泌 第一巻 国語問題篇』 朝 日新聞社， 1941'rf'., 1 頁

(133)r日l前， 19良

(134)安市敏朗「戦前・戦後日本の言語事件史戦前編J r こ と ば と社会一多言語社会研究-J 創刊

号ミJlJ士， 1999年5 月

(135)なお，安出敏郎「植民地と「パイリンガリズム」安藤正次と台湾-J山路勝彦論議『植民地主

義と人類学」関丙大学出版部， 2000年刊行予定仏 本稿と似た問題意識で書いた も のであ るが，

安藤正次の項目に関して本稿と重複するところがある。

参考資料

近代アジア教育史研究会編『近代日本のアジア教脊認識一明治期教育雑誌所以中国・韓国・台湾関係

記事-J能渓書舎， 1995年

なお，本稿で触れた安藤正次の著作のうち，アイルランド自治州の陪語政策J r国語悶字諸問題J

「国語政策の展望J r台湾に於け る国語教育J r 日本語のむつか し さ J EJ 本語誇及の将来J r英米の ス

ペリング改善運動Jは，安藤正次著作集flJ行会編 F安藤正次著作集6言語政策論考j雄山閣， 1975

年に収められ， r二語併用地域におけ る言語教育j は同 「安藤正次著作集 1 国語学論考 I J 雄山間，

1974 年に収め られてい る 。
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